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本号では、2019 年 11 月 7 日に、当財団が中華人民共和国国家発展改革委員会と主催し、また法

務省法務総合研究所及び一般財団法人日中経済協会が共催、そして独立行政法人日本貿易振興機構

及び中華人民共和国駐日本国大使館に後援いただき、法務省大会議室において開催しました第 24

回日中民商事法セミナーを特集しております。 

日中民商事法セミナーは日中両国の相互理解と交流を深めるため、専門家を交互に派遣、招へい

し毎年セミナーを開催してきておりますが、今回は日本での 13 回目の開催となりました。 

中国側からは常時ご支援いただいている国家発展改革委員会からは、今回も林念修副主任をご来

賓としてお迎えしました。 

 講演は、第 1 部で「外商投資法」をテーマとして中国政法大学国際法学院長 孔慶江氏に、第

2 部では「デジタル時代のスマートシティ建設」をテーマとして国家発展改革委員会傘下の中国国

家情報センター情報化及び産業発展部主任 单志広氏に講演いただきました。 
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・講師及びコメンテーター略歴 

・講演１ 孔慶江講師 説明資料 

     平野晴郎氏 資料 

     住田尚之氏 資料 
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開会挨拶 

宮原賢次（公益財団法人国際民商事法センター 会長） 

 

ただいまご紹介いただきました宮原でございます。公益財団法人国際民商事法センター会長をし

ており、第２４回日中民商事法セミナーの開催に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

 まず、今回のセミナーのために中国から遠路お越しいただきました国家発展改革委員会の林念修

副主任を初めとする国家発展改革委員会の皆様、そして中国政法大学国際法学院長の孔慶江教授、

それから中国国家情報センター情報化及び産業発展部の单志広主任の両講師に、心より歓迎の意を

表したいと思います。 

 また、この会場には企業の方々を中心に、法曹学術関係の方々や、中国大使館の梁林沖参事官を

初め、中国企業の方々など、幅広い範囲から多数お集まりいただきまして厚く御礼申し上げます。 

 本セミナーは、当財団の設立の年であります１９９６年の第１回を東京で開催いたしまして、そ

れ以来、北京と日本で交互に開催を続けております。両国の間にさまざまな問題がありながらも、

一度の中断もなく継続して実施してきております。 

 ご承知のとおり、国家発展改革委員会は国務院に属しまして、中国国家の経済運営の産業政策を

担当されます大変重要な機関であります。林副主任はその要職におられる方で、大変お忙しい公務

の中、スケジュールをやりくりいただきまして、このセミナーにご参加いただきましたこと誠にあ

りがたく、厚く御礼申し上げます。 

 今回のセミナーでは、最初に法的テーマとして中華人民共和国外商投資法を取り上げ、孔教授に

ご講演いただきます。孔教授は、本年３月に決議されました外商投資法の起草、審議段階から関与

されております専門家のお一人であります。 

 続いての講演は、経済テーマとして、デジタル時代のスマートシティを单主任ご講演いただきま

す。单主任は、スマートシティに関する著書や関連委員会の委員等も務められております専門家の

お一人と聞いております。 

これらのテーマは日本の企業の皆様に非常に関心が高いものだと思います。それぞれの講師から

最新の事情を直接お聞きできることは、関係者にとりましても非常に有益な機会であろうと思いま

す。 

 本セミナーの司会と総括は、当財団理事であります松尾綜合法律事務所の小杉丈夫弁護士にお願

いいたしております。 

 本日のセミナーが皆様にとり有意義なものとなりますことを祈念いたしまして、私の挨拶とさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

 

https://www.icclc.or.jp/icclc-news/news_68_1.pdf
https://www.icclc.or.jp/icclc-news/news_68_2.pdf
https://www.icclc.or.jp/icclc-news/news_68_3.pdf
https://www.icclc.or.jp/icclc-news/news_68_4.pdf
https://www.icclc.or.jp/icclc-news/news_68_5.pdf
https://www.icclc.or.jp/icclc-news/news_68_6.pdf
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開会挨拶 

林 念修（国家発展改革委員会 副主任） 

 

尊敬する宮原会長、大野理事長、ご来賓の皆様、こんにちは。 

 本日、この秋深まる季節に東京にやってまいりまして、皆様と一堂に会し、第２４回日中民商事

法セミナーに参加できてうれしく存じます。この機会を利用しまして、発展改革委員会を代表しま

して、セミナーの開催に対し熱烈なお祝いの意を申し上げます。 

 国際民商事法センター、法務省総合研究所、日中経済協会のこのたびのセミナーの開催のための

行き届いたご準備に対し、心より感謝の意を表します。 

 今年は、中華人民共和国設立７０周年に当たり、日本も令和時代に入りました。現在、世界は 

１００年すら一度もない大きな変化に直面しています。グローバルガバナンスシステムが再構築を

求められています。国際的な枠組みも日々変化しています。中日双方は多元的な共通利益と共通の

関心を有しています。 

 今年６月、習近平主席と安倍晋三首相は大阪で１０の重要な合意を達成しました。新時代の要請

に合致する新たな日中関係の構築について合意しました。両国の関係のために前進の方向を示しま

した。 

 少し前に、私は習近平国家主席の篤志、中国国家副主席 王岐山氏に同行し、天皇陛下の即位の礼

に参列しました。日中関係は上昇期に入ること、また新たな発展のチャンスに直面していることを

実感しました。この背景のもと、日中民商事法セミナーは１９９６年創設以来の経験、取組を継承

し、新たな法律、経済という二重のテーマとする研究、討論のメカニズムを形成し、両国の法曹界、

財界などのエリートを一堂に会し、ともに新情勢のもとウイン・ウイン互恵協力の深化、利益融合

の深化、日中関係の新たな未来を切り開くことについて語り合うことができて、非常に重大な意義

があります。 

 友人の皆様、中国の発展は世界をなくしてはやっていけません。世界の繁栄も中国を必要として

います。絶えず開放を進める中国は世界にとって魅力的です。積極的に外資を導入することは、中

国が対外開放の拡大、開放型新経済体制を構築する重要な一環となっています。 

 今年３月、外商投資法を公表しました。中国の改革開放４０年間の外商投資の法律制度の実践経

験を総括し、国際的な投資協定の主要なルールを取り入れ、中国の対外開放、外商投資を促進する

基本国策と方針を確立させました。外商投資法は中国政府が更にビジネス環境の法治化、国際化、

利便性を高める重要な措置となっています。中国が更なる開放を拡大する外商投資を積極的に推進

する決意をあらわしています。 

 世界のグローバル投資が低迷している中で、１月から９月、中国の外資導入額は1,007億8,000万

ドルに達しました。2.9％増となっています。引き続き安定成長を保っています。世界の主要な投資

先となっています、主として経済が安定した健全な発展を保っており、ハイレベルな対外開放が進

められており、投資環境も持続的に最適化が図られているからです。 

 １は、国内市場が持続的に拡大されています。中国は１４億人口がいます。世界最大規模の成長

の最も早い中所得層があります。消費が加速し、グレードアップし、市場のポテンシャルが巨大で

あります。外商投資のために大きな空間を提供しました。 

 ２は、更なる高い水準の対外開放が行われています。今年、中国政府では新しい外資参入のネガ

ティブリストが公表されました。サービス業、製造業、鉱業、採掘業、農業などについて新しい開
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放措置を打ち出しました。より多くの分野において外資経営が許されるようになりました。外商投

資に新たなチャンスが提供されました。 

 ３は、より大きな奨励措置が打ち出されています。新しいバージョンのネガティブリストが出さ

れると同時に、中国政府は２０１９年版の外商投資奨励産業目録を公表しました。外商投資の政策

の連続性、安定性を保った上、さらに外商投資の範囲も拡大しました。 

 ４は、ビジネス環境の最適化をさらに図っています。１０月２２日、中国はビジネス環境最適化

条例を公表しました。対外開放及び外資利用の強いメッセージを出しました。これと同時に、我々

は外商投資法の関連法整備を加速しています。外商投資のためにより整備された法的な環境を提供

しています。少し前に、世界銀行は２０２０年ビジネス環境報告を公表しました。中国ビジネス環

境の世界ランキングは、昨年に比べ３２上昇したのに続き、ことしはさらに１５上昇しました。昨

年の４６位から３１位まで上昇しました。世界銀行は力強く改革のアジェンダを推進することにつ

いて、中国は連続２年間、世界のビジネス環境改善の度合いの最も大きい１０の経済体として選ば

れています。今後は、引き続き対外開放を進め、既に出された政策の実施を進め、新たな政策を次

から次へと公表していきます。対外開放の分野を拡大し、内外資企業を平等に扱い、より開放、公

平、利便性の高い環境を整備していきます。中日両国は経済の相互補完性が強く、協力の強い基礎

を有しています。日本企業がさらに対中投資を拡大し、ウイン・ウイン協力を深化させることを願

っています。 

 皆様、新しい科学技術革命、産業革命が起きている中、クラウドコンピューティング、ビッグデ

ータ、ＩｏＴ、人工知能を代表とする新たな技術が著しく発展しています。各分野と深く融合して

います。幅広く応用されています。都市のスマート化レベルの向上、人民の福祉の向上のために技

術的なサポートを提供しています。中国政府は高度にスマートシティの発展を重視しています。力

強く技術イノベーション、技術の応用、発展を促進しています。積極的な進展を得ています。大き

な市場ニーズも形成しました。 

 ２０２０年、デジタル経済の規模は３２兆元に達すると見込まれています。一方、日本政府も超

スマート社会の構築を掲げています。経済成長の新しいエンジンを育んでいます。スマートシティ

を建設すること、都市の持続発展の能力を高めることは、我々の共通のミッションと巨大な発展の

チャンスと言えます。両国のスマート都市の実務協力を深化させるために、中日イノベーション協

力メカニズムのもと、重点的に３つの協力を提案します。 

 １．政策交流を強化し、この協力のニーズのマッチングを行っていきます。研究機関、企業、業

界組織などによるワーキンググループの設立を推進し、両国のスマートシティに関する実務協力推

進のための作業プランを検討し、提出し、優先的な協力分野を定めていき、重点的なプロジェクト

を実施していきます。 

 ２．重点的な分野の協力を強化し、協力の内容を深化させます。中日がスマートシティの標準の

制定、技術、イノベーション、人材育成などの分野の協力を推進し、スマート医療、スマート交通、

スマートヘルスケアなどの分野の協力を深化させ、技術、イノベーションの商業化を促進してまい

ります。 

 ３．協力プラットフォームを構築し、協力のレベルアップを図っていきます。スマートシティを

テーマとするシンポジウムやフォーラムを開催し、産官学の交流、協力プラットフォームをつくり、

中日スマートシティの協力のレベルと水準を引き上げていきます。 

 本日は、２人の講師を招いています。中国の関連分野の権威ある専門家です。１人は、孔慶江教



- 5 - 

授です。中国政法大学国際法学院の院長を務めており、外商投資法の起草、論証、諮問などにかか

わっています。 

 もう一人は、单志広先生です。国家発展改革委員会傘下、国家情報センターの情報産業発展部の

責任者です。スマートシティの政策、研究、地方スマートシティの建設計画にかかわっています。

お二方の講演は必ず日本の友人に歓迎されるでしょう。皆様に多くのヒントを与えることになると

思います。 

 中日双方の来賓も、きょうの機会を利用し、率直な意思の疎通を図り、対話、交流を行い、忌憚

のない意見をぶつけ合い、知恵を貢献し、よりよい提案を行い、中日双方の交流、学び合い、共同

発展を促進していくことを願っています。 

 友人の皆様、中日民商事法セミナーは１９９６年設立されて以来、既に２３年間の歩みを経験し

てきました。過去を振り返ってみますと、我々は知的財産権の保護、大気汚染の対策、社会資本協

力など双方の共通の関心のトピックスを中心に率直な交流を行い、両国の国民を地理的な近さから

気持ち的な近さに近づける上で独特な重要な役割を果たしてきました。ここで改めて長年中日両国

の友好に取り組み、根気強く中日民商法交流のために推進された宮原会長に対し、心より敬意を表

したいと思います。日本国際民商事法センター、日中経済協会、法務省総合研究所の同僚の皆様に

心より感謝の意を表します。 

 我々は誠心誠意協力をし、中日民商事法セミナーは必ず時間がたつほどに新鮮に感じられ、着実

に長期的に継続していき、両国の経済界、法曹界を結ぶ重要なきずなとなり、中日友好を増進し、

新時代の要請に合った日中関係を迎えるためにより大きな役割を果たしていくことと確信しており

ます。本日の会議の成功を祈り、私の挨拶とさせていただきます。 

 

開会挨拶 

大塲亮太郎（法務省法務総合研究所長） 

 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました法務省の法務総合研究所長、大場亮太郎で

ございます。 

 第２４回日中民商事法セミナーの開催に当たりまして、法務総合研究所を代表して一言ご挨拶を

申し上げます。 

 林念修副主任を初めとする中華人民共和国国務院国家発展改革委員会の皆様、中国政法大学国際

法学院長、孔慶江教授、国家情報センター情報化及び産業発展部の单志広氏、中国から遠路お越し

いただき心から歓迎を申し上げます。 

 また、公益財団法人国際民商事法センターの宮原賢次会長、一般財団法人日中経済協会の伊澤正

理事長、駐日中華人民共和国大使館 梁林沖参事官、その他ご臨席の皆様方、本日はご多用の中、本

セミナーにお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 日中民商事法セミナーは、民商事法分野を中心といたしまして、日中両国の法制度やその運用の

現状、課題等について相互に理解を深めるとともに、両国の交流の発展に寄与することを目的とい

たしまして毎年開催されてきたものであり、着実に回を重ね、今回で２４回目を迎えました。本セ

ミナーが長年にわたり途切れることなく続けられてきたことは誠に意義深いことでありまして、日

中双方で本セミナーの開催にご尽力をいただいてきた関係者の皆様に対し、改めて敬意を表したい

と思います。 
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 本セミナーでは、その時々におきまして日中両国の興味関心のある事柄がテーマとして取り上げ

られ、意見交換がなされてまいりました。 

 今回のテーマの一つであります外商投資法は、中国の経済発展に伴い、中国国内はもちろんのこ

と、中国と関連する日本企業でも大いに注目されるものと思われます。外商投資法は、市場経済の

下で公平な競争を確保するため、外国資本の参入規制の在り方を大きく転換するものであると聞い

ておりますので、日中両国にとりましても大変関心の高い分野と思います。 

 また、もう一つのテーマでありますデジタル時代のスマートシティ建設につきましては、昨今の

経済発展、技術発展に伴いまして、日中両国にとって大いに注目されるものと思います。本日のセ

ミナーでは、このような時宜にかなったテーマにつきまして日中両国が互いの経験を伝え合い、相

互理解を深めるまたとない機会だと思います。本日のセミナーが実り多いものとなることを願って

おります。 

 最後に、今後の日中両国の発展とともに、ご参加の皆様方のご健勝を祈念いたしまして私の挨拶

といたします。ありがとうございました。 

 

開会挨拶 

伊澤 正（一般財団法人日中経済協会 理事長） 

 

ただいまご紹介いただきました日中経済協会理事長の伊澤でございます。 

 本セミナーの共催者として一言ご挨拶申し上げます。 

 まず、中国からお越しいただきました国家発展改革委員会 林念修副主任並びに幹部の皆様、ご来

日を心より歓迎いたします。また、国際民商事法センターの宮原会長、大野理事長、そして法務省

法務総合研究所 大塲所長、中華人民共和国駐日本国大使館 梁林沖参事官のほか、日中双方でこの

セミナー開催にご尽力してこられました皆様とともに、本日、第２４回日中民商事法セミナーが無

事開催されますことをお喜び申し上げます。そして、本日ご来場いただきました皆様に心からお礼

を申し上げます。 

 先ほど来お話が出ていますが、日中民商事法セミナーは、この２３年間毎年欠かさずに開催され

てきた歴史のある事業であります。このような日中両国のきずなの一翼を担う重要なセミナーに共

催者としてかかわれることは私ども日中経済協会にとりましても大変名誉なことであります。私ど

も日中経済協会は、毎年、日本経済界首脳からなる代表訪中団を派遣しております。第４５回目と

なる今年は、９月に日本経済団体連合会、日本商工会議所と合同で２３０名からなる代表団が訪中

しまして李克強総理と会見したほか、国家発展改革委員会、商務部、工業信息化部と両国が向き合

うべきさまざまな課題について意見交換してまいりました。 

 グローバル・ガバナンスの革新という大きなテーマを念頭に置きまして、グローバル経済システ

ムの再構築、中国のビジネス環境の一層の改善、日中協力の新展開、アジア太平洋地域の発展と日

中協力といった課題につきまして非常に建設的な意見交換ができましたことを非常にうれしく思っ

ております。 

 本日のテーマのうち法律分野のテーマは、２０２０年１月１日より施行されます外商投資法です

が、本法案につきましては、中国にかかわります多くの日本企業が１月に向けて今後の動向を非常

に注視しているところであります。１０月になりまして外商投資法実施条例のパブリックコメント

も開始されておりまして、まさに時宜を得たテーマだと思っております。また、ハイテク分野のテ
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ーマにつきましては、現在、日中双方が官民学連携で力を入れておりますデジタル時代のスマート

シティ建設であり、第三国市場も視野に入れて日中両国が協力できる重要な分野だと思っておりま

す。 

 先ほど、林念修副主任からのご挨拶にもありましたが、日本では１０月２２日に即位礼正殿の儀

が執り行われまして、新しい令和の時代が名実ともにスタートしております。中国は建国７０周年

を迎え、来春には習近平国家主席の国賓としての訪日が予定されております。このように、日中両

国が新たな時代を迎える中で、本日のセミナーが日中双方にとって実り多きものでありますことを

祈念いたしまして、簡単はでございますが私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

開会挨拶 

梁 林冲（中華人民共和国駐日本国大使館経済参事官） 

 

尊敬する林副主任、尊敬する宮原会長、皆様方、どうもこんにちは。 

 本日、ここに第２４回中日民商事法セミナーが盛大に開催され、中国国家発展改革委員会の林副

主任が代表団を引き参加されております。私は中国の大使館を代表いたしまして本セミナーの開催

にお祝いを申し述べるとともに、林副主任及び代表団を熱烈に歓迎したいと思います。 

 これまで、このセミナーは既に２３回会を重ねております。１９９６年から毎年定期的に両国で

行われてきました。一度も中断したことがないということで、これは誠にすばらしいことでありま

す。長年にわたり、このセミナーは両国の経済発展に寄与し、そして企業の協力の面において非常

にユニークな役割を果たしてまいりました。既に両国の法学界、また経済界の交流協力の堅い絆と

なっております。両国が実務的な協力をするために積極的な役割を果たしてまいりました。林副主

任、宮原会長、また中日双方の皆様方のたゆまぬご尽力に心からの敬意を表したいと思います。 

 現在、中日両国また両国関係は新たな歴史的なスタートに立っております。ことしの６月末、Ｇ

２０の大阪サミットの期間に習近平主席と安倍晋三首相が会談を行いました。両国関係の更なる改

善、発展のために多くの共通の認識を得ました。また、ともに新時代に合った中日関係の構築に向

け努力することを確認しました。 

 今回のセミナーは、外商投資法とスマートシティをテーマとしております。これはまさに双方が

関心を持つテーマであります。将来の実務協力のビジョンをも反映するものであります。中日民商

事法のこの交流が絶えず深まり、両国経済の交流、また投資・貿易の円滑化を促進するために、ま

た中日の実務的な協力の推進のために、より重要な役割を果たすことを期待しております。セミナ

ーの円満なるご成功をお祈りしております。ありがとうございました。 

 

（司会） ありがとうございました。これにて林副主任はご退席されます。皆さま、拍手にてお送り

いただきたいと思います。林副主任、ありがとうございました。 

それではセミナーを始めたいと思います。これからのセミナーの総合司会をお願いしている、当財

団理事で松尾綜合法律事務所の小杉丈夫弁護士をご紹介します。本セミナーは日中交互の形で毎年

開催し、先ほども挨拶の中にありましたように、今回第２４回を数えるまでになりましたが、小杉

弁護士は、その第１回から今回の第２４回まで全てのセミナーに関与されておられます、セミナー

を一番よくご存じの方だと思います。それでは、小杉先生よろしくお願いいたします。 
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（小杉）ご紹介いただきました小杉でございます。早速講演の部に移りたいと思います。 

 この、もう２４年ですか、本当に夢のような感じがいたします。最初のころは非常に基本的な法

律をテーマにして議論をしてまいりましたけれども、中国の経済発展に伴ってテーマもいろいろと

変遷をしてまいりました。特に第２２回のときに、中国側から、これからはハイテク先端産業の分

野をテーマに入れてもらいたい、こういうご要望がありまして、日中経済協会に共催者として入っ

ていただいて、これで３度目ということになります。そういうことで、講演も２つに分けて、第１

部は法律を主体、第２部はハイテクとか先端産業を主体としたテーマにするという形で行っており

ます。 

 今回は、第１部は、ことしの３月１５日に新たに採択されて、来年の１月１日から施行される外

商投資法をテーマにして、第２部のほうは、先ほどから出ておりますデジタル時代のスマートシテ

ィということで議論を進めるということにしています。中国側からメインの発表をしていただいて、

それに日本側がコメントするという形で内容を深めていきたいと思っております。 

 早速、第１部の外商投資法のほうに入りたいと思います。この部の司会は東大教授の平野温郎先

生です。平野先生、あとよろしくお願いいたします。 

 

（平野）東京大学の平野と申します。今日はよろしくお願いいたします。 

 私、最初の演題の進行役と、こちら横にいらっしゃいます曾我法律事務所の住田弁護士とともに

コメンテーター、それから質問などをさせていただきたいと思っております。テーマは中国の外商

投資法ということで、実施条例もちょうどパブコメに係っているところでございますけれども、中

国の外資政策とか法体系は、改革開放政策が始まってからの３０年間というもの、その目的、特性

などの面で、基本的な一貫性が維持されてきました。教科書的にというか、モデルになるような発

展をしてきたわけです。２０１６年に全件許可主義というものからネガティブリスト方式に移行し

て、この度ようやく、今まで実は外商投資法というその最上位の基本法がないという状態であった

わけですけれども、それが来年１月１日から外商投資法として施行されるということになったわけ

でございます。 

 そこで、本日は中国政法大学の孔慶江先生、国際法学院の院長先生を講師としてお招きしており

まして、同法の概要について解説していただきます。 

 孔先生の略歴はお手元の資料にございますけれども、先ほど林副主任からもご紹介ありましたと

おり、この外商投資法の起草、審議といったものに直接かかわってこられました専門家の先生でい

らっしゃいます。先生が出されておりますこういう中国語の本（注：『中華人民共和国外商投資法

解読』２０１９年４月中国法律出版社）があるのですけれども、この外商投資法の解説というのは

今のところこの本だけという、そういう状況になっております。 

 それでは、孔先生、よろしくお願いいたします。 

 

 

講演１  「外商投資法」 

講 師：  孔慶江 中国政法大学 国際法学院長 

進行／ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 平野温郎 東京大学 教授 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：    住田尚之 曾我法律事務所 弁護士 
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（孔）尊敬するご臨席の皆様、こんにちは。 

 今日はこのような機会、２４回目の中日民商事法セミナーに参加することができ大変光栄であり

ます。私、孔と申します。国際政法大学の教授であり、国際法学院の院長です。私からは、中国の

外商投資法について、どのような立法のプロセスであったか、内容はどうか、また影響はどうなの

かということでお話をいたします。 

 ご承知のとおり、ことし３月１５日、全人代で中華人民共和国外商投資法が可決されました。こ

れは全人代で採択されたということで、これは中華人民共和国の立法法ですけれども、これが基本

法になるわけです。つまり、何に相当するかと言いますと、位置づけとしましては民法や刑法、行

政訴訟法、民事訴訟法など、そういったようなものと同じ位置づけです。同じポジショニングとい

うことで、かなり高い位置づけです。来年の１月１日に施行されます。 

 これは、外商投資に関する基本的な法律です。この中で統一してこのような法律をやるわけです

けれども、ご承知のとおり、１９７９年に中国がちょうど対外開放を行ったばかりの頃、それも全

人代でしたけれども、最初の外商投資にかかわる立法が行われました。これが中外合作経営法です。

これは７９年です。この法律でありますが、中国の対外開放の言ってみれば象徴でもありまして、

外資利用ということの基盤になったわけです。その後、数年がたちますと、１９８６年にまた外資

企業法というのができました。そして更に２年、中外合作経営企業法というのができました。企業

法という名前がいずれもついています。これらで外商投資の立法という役割を果たしていたのです。

公司法は９３年のことでした。この法律、３つの法律でありますけれども、相対的にかなり原則的

な規定になっています。国務院がそれぞれそういったことから中外合資経営企業法の実施条例を作

り、外資企業法の実施細則を作りました。中外合作経営企業法の実施細則を作るという形でありま

した。国家発展改革委員、当時は計画委員と言いました。そして経済貿易部と言っていた今の商務

部が対応する部門としての規定というのを出したのです。この３つの企業法プラス国務院の行政関

係の実施細則や各部門の規定などであわせて、中華人民共和国の言ってみれば外商投資法律制度と

いうことが形成づけられたのでございます。 

 これ企業法という形です。ですから一般的な外商投資企業の中でよくある外商投資の参入に関し

ての規定というのはここでは定められておりません。今回発展改革委員会と商務部がともに交付し

た外商投資の産業指南、そして産業目録というのがありまして、それに基づいていろいろ物事が規

制されていたと、外商投資の産業政策という形であったわけです。そうしますと、外商投資の法律

制度となりますと、これは外商投資の産業指南、目録及び外商投資の１件ごとの許認可という制度

でありますが、一つ一つの外商投資の企業が設立されるという場合には全て政府の認可が必要でし

た。そのような制度が中国で定められていたわけです。 

この制度には、１９７８年からの４０年間で、最も重要な改正が２回ほどなされています。最初は

ＷＴＯに中国が加盟したその前後して、２０００年、そして２００１年、２００２年、あのころ、

いわゆる三資企業法、さっき言った３つの企業法ですよね。それに対しての改正が加えられました。

主な目的は、この３つの法律を中華人民共和国がＷＴＯ加盟のコミットメントに一致させる。そし

てＷＴＯの管轄下の貿易関係の関連規定とも一致させるということをしたわけです。それが最初の

重要な見直しでありました。 

 しかし、真に積極的に、またドラマチックにドラマティカルに改正されたのは２００３年のこと

でございました。当時、中国の中央の決定、上海に上海の自由貿易試験区をつくるということが決
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まりました。このような実験区をつくるために全人代常務委員会はあの年の８月３０日に国務院に

権限を与えて、上海の１０貿易区内に、つまり実験区という特別な区になりますけれども、そこで

暫定的に外資三法の実施を停止するということを決めたわけであります。これは大変まれに見るや

り方であります。一部の規定、三資法ですけれども、全人代が国務院に権限を与え、特別の区域で

これについては実施を暫定的に３年ほど停止するということです。それ以外にも、いわゆるその後

私たちネガティブリストと言っていますけれども、そのような制度を取り入れたのです。外商投資

のいわゆる参入に関するネガティブリスト制度がこうして実施されるに至ったわけです。現行の制

度と照らしましてもこれは大変大きな改革となります。 

 その後、この制度ですが、上海と更に他の自由貿易実験区ができるようになり、現在あります海

南の自由貿易ポートも含めて１８あります。そしてネガティブ制度と並行して、それと同時に我々

推進したのは商事登記制度というものであります。これを２０１６年から３年間実施しまして、全

人代では常務委員会がこの三資法に関して更なる見直しを加えました。この３年間実験をした制度

を新しい外商投資の３つの法律の中に落とし込んだわけです。これが３つの法律に落とし込まれた

改革ということでありました。 

 実際に全国の範囲内でこのような制度、ネガティブリスト、そして届け出制というのが実施され

るに至ったわけであります。事実上、２０１３年、つまり上海の自由貿易実験区の制度のトライア

ルが行われてから、当時の商務部は既に外国投資法の起草を始めています。 

 その後、間もなく国家発展改革委員会のほうでも同時に外商投資法草案を起草し始めました。つ

まり、２つ外商投資の関連する法律というのが起草されていました。この２つの法律の草案が並行

していましたが、２０１７年に大変大きな出来事がありました。それは何かといいますと、習近平

国家主席がある中央の会議におきまして、その会議は何かといいますと、中央の財政経済関係の委

員会の会議でしたけれども、大変明確に指摘したことがありました。それは外商に関する立法を急

ぐべきだというふうに言ったのです。そして、みずからが司法部の人と会いました。これはもとも

と国務院の法制弁公室と合併した形になっていました。そして速やかに統一された外商投資法の起

草作業というのが始まったわけです。もともとは発展改革委員会の草案、そして商務部の草案の２

つの草案の良いところ、アドバンテージというか、そういったところを吸収しまして、新しい外商

投資法の草案の起草が始まったのです。これを国務院に提出したと、そして国務院から全人代の常

務委員会に提出するということがありました。中国の立法の歴史の中である法律が採択されるには

２回の審議があります。法律委員会、常務委員会で審議がされ、そして全人代の常務委員会、ある

いは全人代そのものが審査をして採択をするという形なのですけれども、今回の外商投資法を見て

みますと、全人代常務委員会が２回審議しています。そして連続して１カ月内にこの法律に関して

審議を行っているのですね、１カ月間の間に２回行っています。 

 ２０１８年１２月、そして２０１９年、全人代の常務委員会で連続して審議がされ、そして今年

の春に開かれた全人代と政治協商会議、年次会合ですけれども、に提出されました。そして今回は

このような審議が行われたのです。つまり、全人代常務委員会は同時にいろんな法律を採決し、採

択、審議しなければいけない。これは外商投資法としましては、先に申し上げたような特別なルー

トがありまして、中国の指導層もこの法律を極めて重視しているということがわかります。 

 ２０１３年から、既にこの新たに統一した外商投資法の起草が進められていた。しかし２０１７

年以降、かなりスピーディーにこれが進みました。そして２０１９年３月に可決をしました。全人

代の常務委員会にその草案が出てから、つまり１年間ほどの間です。１年余りですね。ちょうど中
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米貿易戦争というのが起きた時期でもありますけれども、これだけ急いでやったのは貿易摩擦と関

係があるのではないかという指摘がありますが、私は必ずしもそうではないと思います。この立法

が急がれたというのは、やはり習近平総書記の２０１７年７月のスピーチと関係があります。中央

の財政指導委員会の中でのスピーチと関連があると思います。明確に外商投資に関する立法を急げ

というような指示があった。そしてこれは基本的な法律でもあります。ここでよく見てとれると思

いますが、なぜこの法律がその後外資の基本的な法律と言われるか、全人代が採択をしたか、なぜ

多くの規定が実際に習近平主席のスピーチと関連があるのかということがわかってきます。つまり

外資法律に関するいろんな規定というのを一つは整理する、まとめる、そして改革開放というよう

な大原則とは一致しない条項とか法律は廃止し、見直す。外資企業は公司法、つまり会社法に基づ

いて経営をするということであります。つまり、外商投資法を見てみますと、エッセンスがわかり

ます。外商投資法を対外開放の象徴とするということです。そして今の外商投資法というのは、特

に企業の組織形態などについては言及されておりません。組織形態、あるいはガバナンスのストラ

クチャーについては外商投資法の中ではありませんでした。今までは外資三法というのはそのまま

企業そのものについての規定でした。これらはいずれも習近平主席のスピーチと関連があります。

つまり何故１年で草案から採択されるまで、というプロセスを経ることができたかといいますと、

中国の対外開放のニーズがあり、中国の中央のトップが外商投資法によって対外開放を推進したい、

それによって改革を深めたいという内部的なニーズとかかわりがあったのです。中米貿易戦争は、

個人的な意見ですが、ある意味で外商投資法の採択、通過には触媒的な役割はあったと、促進はし

たというふうに思いますけれども、実際は、先のような状況であります。 

 また次に、簡単に解説を試みたいと思います。外商投資法の主な内容についてです。 

 外商投資法の目的というのは極めて明確です。全人代の常務委員会の副主任の王晨さんですが、

そこで立法説明をしましたけれども、高いレベルの投資自由化、そして円滑化の原則、政策のため

にということを言っています。よくその法律を読めばわかると思いますけれども、外商投資法には、

まさに投資自由化、円滑化というような精神がいろいろなところに満ちています。そして、外商投

資の促進をするメカニズムということも書かれています。そして、これまでの外商投資に関する法

律の中に促進する制度がなかったというわけではありませんけれども、当時のものは、ある意味で

はかなりばらばらであったということがあります。各地方政府が企業と同じように外商投資の競争

をお互いに展開していたという側面がありました。この法律は、投資促進という面では一貫した調

整がされた、そのような促進メカニズムが統一されています。 

 もう一つ、その立法の目的ですけれども、それは透明性のある安定した予見可能な公平な市場の

環境をつくるということであります。これは外商投資法がなぜ中国政府として外商投資法で中国の

ビジネス環境を最適化しよう、改善したいというふうに言っているか、そのゆえんはここから見て

とれます。中国のビジネス環境を改善する責任があるというのが中国の考え方です。ですから、こ

のような目的のもとで立法を行いました。そして枠組みとしましては大変簡潔です。６章から成り

ます総則、これはどの法律も同じです。主に幾つかの原則があり、準拠法の適用範囲だと。そして、

更には外商投資の促進、もう一つは外商投資の保護、第４が外商投資の管理、そして第５が法律責

任、法的な責任です。もし外商投資法の関連規定に違反したらどのような責任を負わなければいけ

ないか、そして附則であります。そして外商投資法のイシューなどについて説明がなされています。

その核心となりますのは外商投資の促進、そしてその保護と管理というということになります。 

 次に、その革新的な内容、核となる内容です。その核となる内容ですが、外商投資の参入前の内
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国民待遇及びネガティブリストの管理制度であります。 

 ここで特に説明を加えておきたいところがあります。何をもって参入前の内国民待遇というのか、

理論的には、この法律が採択される前には、投資企業は中国では参入後法律的に内国民待遇を享受

できるだけでした。それまではそういったことはなかったわけですが、今の法律では参入前の内国

民待遇というのを外商投資家に付与すると、与えると。そして、中国に参入することができ、中国

のどういった分野に入ることができるのか、そういった点で中国国内の投資企業と同じような待遇

というか処遇が与えられるというものであります。これは参入前だけでなく全面的な内国民待遇と

いうことでありますので、この言葉を使っております。ですから、参入前ということで参入後はど

うかという疑念があるかもしれませんけれども、言葉はそういうのがたまたま使われていると。ま

たネガティブリストでありますが、内国民待遇の原則の中での例外規定ということになります。政

府は一部の業種に関してはこのネガティブリストに入れています。それ以外のリストに入っていな

いものについては、投資企業としては内国民待遇を享受できます。そして逆に、このリストに入っ

ている業種になりますと、外国の投資企業は禁止されるか、あるいは一定の条件下で参入できると

いうことになってしまいます。ですから、要するに内国民待遇とそのネガティブリストというのは

原則対例外の関係というふうになるわけです。 

 では、その主な内容についてでありますが、外商投資法には三大部分というのがあります。１つ

は投資家、投資企業ですね。外商投資企業に対して権限とか権利について規定をしています。これ

は大量な内容があります。外商投資法の多くの規定というのはこちらに属します。 

 ２つ目の部分というのは、それと密な関係がありますが、政府に義務を定めるという、そういう

規定です。それと同時に、政府がその権利を行使する上での境界線を定めています。そして義務に

違反したときの法的責任です。今日は、外商投資法の中でいかにして投資家と企業に権利や、そう

いったものを定めているか、そして政府に義務を定めているのかということについてお話します。

つまりこれが主な内容となるわけであります。 

 この外商投資でありますけれども、この権利を定めるということに関しては、このような条項が

あります。 

 第４条、外商投資企業は内国民待遇を享受できることを定めました。参入前の内国民待遇にネガ

ティブリストというのは、外商投資法制度の最も重要な転換と見てよいです。これまで国内法につ

いて言えば、世界のほとんどの国は国内法において直接に外国投資家に全面的な国民待遇、参入前

の内国民待遇を規定する国は少ないです。アメリカでさえ参入前の内国民待遇プラスネガティブリ

ストというのは、他の国との投資協定の中にあらわれています。中国は国内法の中で既にこれを決

めました。 

 第９条、外商投資企業には、国が企業の発展を支援する各政策が法により平等に適用されます。

外商投資企業は、国内企業、とりわけ国有企業の共有できる特別な待遇、例えば政府のサポート政

策、新エネルギー車の優遇政策などについて不満を抱いていました。この状況について、この法律

は、外商投資企業が国内の企業と同じように国家の企業発展を支援する各政策を平等に享受できる

ということを法によって決めています。 

 第14条、外国投資家、外商投資企業は、法律法規に基づき、国務院の規定に基づき優遇待遇を享

受することができるとしました。まず、外国投資家、外商投資企業は、これまで既に一部の優遇待

遇を受けていました。優遇待遇をいきなりなくすことはできません。既得権益の問題です。そのた

めに外商投資企業は引き続きこの優遇待遇を享受することができるとしました。この優遇待遇は法
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律、行政法規、あるいは国民の規定により規定されたものでなければなりません。例えば、外商投

資奨励産業目録の一部の内容、この産業に投資すれば一部の優遇待遇を受けられるということです。

特別な経済区、自由貿易区、自由貿易試験区、保税区において、この分野、この特区の中で優遇待

遇がある場合、外商企業も享受できるということです。つまり、優遇待遇には変わりはないという

ことです。 

 第17条、外商投資企業の融資、資金調達についての規定です。中小の外商投資企業は発展、経営

の中で融資が難しいという問題に直面しています。資金調達を行うのは難しいということです。そ

のために外商投資企業は株式、社債を公開発行することができる、このような形で資金調達を行う

ことができるとしました。中国国内のみならず海外でも起債することができるとしました。起債し

た場合、外債として扱うことができます。つまり、融資が難しいという問題を解消することができ

ます。とても重要な点です。もし、ある地方政府が一部の企業を上場させる場合、同等な状況のも

と、同様に外商投資企業の上場による資金調達の問題を考える必要があります。 

 第21条、外国投資家の中国国内における投資、その他の所得の送金の自由に関する問題です。あ

らゆる出資、利益、資本、収益、資産の処分所得、知的財産権の使用許諾料、あるいは法により獲

得した補償、賠償、あるいは撤退時の清算所得など、いずれも海外に送金することができます。あ

るいは海外から送金を受け取ることができます。外貨管理条例があります。この条例では、外商投

資、例えば外国為替管理条例の中に衝突、抵触がある場合、この規定は外貨管理条例より優越する

ことになります。全人代によって採択された基本法ですので。ここでは、非常に間違いなく自由に

送金を受け取り、送金を行うことができる、政府は制限することができる。また、自由に換金、両

替することができるとしています。 

 26条は特別な規定です。どの企業も個人も、政府の行為により損害を被った場合、行政不服審査、

あるいは行政訴訟を提起することができます。この規定は行政不服審査、行政訴訟のほかに新たな

救済方法を提供しました。つまり外商投資企業通報業務メカニズム、このメカニズムは中国の国情

に合致しています。中国政府は、一部のこの活動において重要な役割を果たしています。時には行

政不服審査機関が果たせないような役割も果たせます。例えば、外商投資企業はある行政機関によ

る困らせ、嫌がらせ、あるいはコンプライアンス違反の行為に遭遇した場合、行政訴訟、あるいは

行政不服審査を通じて、更に通報業務メカニズムを通じて、コストが低い中でも非常に利便性の高

い状況の中で問題を解決することができます。更に、このようなメカニズムがあっても行政再審査、

あるいは行政訴訟を提起する権利に影響を与えません。 

 次は、この法律における投資家の義務についての規定を見てみます。義務の規定は相対的に抽象

的な内容となっています。権利の規定は非常に具体的になっています。例えば、第６条、中国国内

において投資活動を行う外国投資家、外国投資企業は、中国の法律法規を遵守しなければならない。

非常に抽象的な規定です。 

 28条、外商投資参入ネガティブリストの定める投資禁止分野について、投資してはならないとし

ています。つまり、ネガティブリストの意味を紹介しています。これは義務的な規定というよりは、

ネガティブリストについての説明といったほうが正確です。 

 ３つ目、外国投資家は、法により許可を取得する必要のある業界、分野において投資を行う場合、

法により関連の許認可の手続を行わなければならないとしています。どの国内企業も同じ問題に直

面しています。いずれもその許認可、手続をとる必要があります。とても抽象的な規定です。一般

的な義務の規定です。この法律は３つの方面について投資家に対して主要な義務を設けています。 
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 １つ目は、独占禁止についての審査の義務です。Ｍ＆Ａのとき、このような審査を受ける必要が

あります。これまでの法律にはありませんでした。ここでは明確に外商投資企業はＭ＆Ａを行うと

き、国内企業合併、買収、あるいはその他の形で経営集中に参画する場合審査を受けなければなり

ません。これまでもこのような制度がありました。しかし、法律のレベルから規定していませんで

した。これまで商務部の１部門の規定に基づき簡単に定められているだけでした。今、法律のレベ

ルに外商投資企業のこのＭ＆Ａのときの義務を定めました。この次の義務として、外商投資企業、

外国投資家は、企業登記システム、企業信用情報開示システムを通じて情報を提出しなければなり

ません。政府は、投資家の情報、投資企業の情報を知るには、バランスを図るため外商投資企業に

対し投資情報の報告を義務づけています。 

 34条は、このような義務について制限を設けました。政府は必要なとき初めて外商企業に対し情

報の提出を求めることができます。政府はもし情報共有の形でこの情報を取得できれば、情報の提

出を求めなくてもよいとしました。今、外商投資法実施条例の中で、時間、情報提出の頻度などに

ついて制限を設けました。つまり、外商投資企業に対し義務を設けると同時に、この義務に対して

制限条件を設けました。投資家に義務を定めました。安全審査の義務です。外商投資の安全審査の

条例は今起草中です。通常主としてＭ＆Ａに対して初めて安全な上での審査を行います。個々の安

全保障を脅かす場合、政府は審査を行う権限があります。Ｍ＆Ａにかかわる外商投資企業は審査を

受ける義務があるというのは具体的な義務となっています。 

 次は、外商投資法は政府の義務を規定しました。政府に今までにない義務を定めました。 

 例えば第３条、外資のために「公平な競争」の市場環境を提供する義務。政府は確かに道徳上の

義務を担っています。しかし、本当に法律に落とし込む義務としてこの法律は初めて政府のこのよ

うな義務を定めました。公平な競争、市場環境を提供する義務が定められたのはこれが初めてです。 

 第５条、国は、法により外国投資家の中国国内における投資、収益及びその他の適法な権益を保

護する。憲法18条の内容を再び強調しました。 

 10条はとても重要です。中国の立法部門、中国の法制定部門、外商投資に関する法律、法規、規

則を制定するとき、外商投資企業に対してこのようなチャンスを提供し、意見を提出する機会を提

供する。つまり、外商企業も中国の外商企業にかかわる立法に参加する権限があるということを定

めています。立法の形で権益を守るということとなっています。 

 11条は、国は、外商投資サービス体系を構築し健全化し、これまでもそういったシステム、体系

がありますが、しかし、今はもっと明確にこのようなサービス体系を構築し、内的に統一した一致

したサービスの体系でなければならないとしています。このようなサービス体系について本当の役

割を果たさせるため、法律で決めています。 

 15条、国は、外商投資企業が標準制定業務に法により平等に参加することを保障し、標準の制定

に係る情報公開及び社会による監督を強化するとしました。標準というのは市場参入のハードルで

もあります。法律では外商投資企業も平等に標準制定業務に参加できるとしています。つまり、外

商企業の利益を守る上で非常に有益なものとなっています。 

 16条、外商投資企業が政府調達に参加することについて規定しています。政府調達は貿易量に占

める割合が非常に大きいです。中国はある意味でもっと大きいです。中国政府は経済に参画する割

合がもっと大きいということが言えます。この角度から見ますと、外商投資企業が政府調達に参加

できることは利益を保障することになります。言うまでもありません。 

 19条、政府の手続の簡素化、事務効率の向上についての義務です。政府の法定的な義務として定
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められています。これまでになかったことです。 

 20条、外商投資企業、外国投資家にとって極めて重要です。国は、外商投資企業の投資に対して

収用を行ってはならないとしています。収用を行う場合の条件も設けられています。この条件は明

確に定めています。第一に、このような収用は公的利益からでなければなりません。商業的な利益

であってはなりません。全人代常務委員会の法律の規定に基づくものでなければなりません。国務

院の行政法規でさえ収用を決めることはできません。補償を与えるということも定められています。

いち早く公平、合理な補償を行うこと、こうした条件を満たした上で収用を行うことが初めてでき

ます。一般的な状況では収用を行ってはならないとしています。 

 22条、国家は、外国投資家及び外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の保護の規定は、

通常知的財産権に関する法律にあらわれています。今回、外商投資法の中に再び知的財産権の保護

を強調しました。つまり、一定の程度で中米貿易戦争におけるアメリカの要求に応えた問題です。

しかし一方、中国政府が知的財産権を保護する決意をあらわしています。権利侵害行為について厳

格に法により法的責任を追及すると定めています。最近、起草中の外商投資法実施条例において明

確に懲罰的な賠償制度を実施するとしています。知的財産権の侵害について懲罰的な賠償制度を実

施するとしています。 

 22条には、非常に明確に技術移転の強制を行うことはできないとしています。行政機関、その職

員は職責履行の過程で知り得たこういった商業秘密について秘密保持をしなければならないなどと

規定しています。非常に責任を明確にしています。 

 23条、今までになかった規定です。政府は秘密保持の義務があると規定しています。政府は行政

管理の権利を行使するとき情報を得る可能性があります。外商投資企業の情報を得た場合、この情

報について秘密保持の義務がある、漏えいしてはならない、もし秘密漏えいした場合、特に商業価

値のある秘密を漏えいした場合、この価値が十分に大きい場合、情状が十分に重い場合、刑事責任

を認めます。これは今までにない政府に義務づける内容となっています。非常に明確になっていま

す。投資家の権利、政府の義務について、この法律は非常に真剣に、具体的に決めています。投資

家の義務について33条、34条、35条のほかに、他は一般的な義務となっています。法律の義務を守

るなど一般的な表現にとどまっています。少しアンバランスな部分もあります。しかし、ある意味

ではこの法律の特徴をあらわしています。つまり、外商投資企業の利益を守る角度に立っています。

法律のいわゆる外商投資促進、保護の性格、そのミッションを十分に示したものです。管理の目的

から若干の規定も定めています。例えば、外商投資企業に対し情報報告を義務づけました。投資情

報を報告する義務を定めました。外商投資企業は国家の安全審査を受ける義務があるとしました。

また外商投資企業はこのＭ＆Ａにおいて経営が集中する問題にかかわる場合、独占禁止に関する審

査も受ける義務があるとしました。政府の管理上の権限でもあります。 

 政府の義務は他にもたくさんあります。時間の関係で一つ一つ展開することはできませんが、簡

単にまとめます。 

 一つは、地方政府が既に外商投資企業に対し約束をした場合、政策のコミットメントをした場合、

これを履行しなければならない。これはこれまで一部の地方政府の外資導入の際に軽々しく約束を

し、しかし実際は履行しなかったということがあり、このような規定をしました。政府の約束は必

ず言行一致を求めます。政府は約束する際にもっと慎重に行うことを求めました。政府は外商投資

企業と締結した契約について履行しなければならないとしています。政府はこのような約束、契約

を決して変更してはならないということではありませんが、変更する場合、25条の法的な権限及び
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手続に従って実施し、かつ外資がこれにより受けた損失について補償しなければならないとしてい

ます。この条項は収用の条項と非常に合致しています。 

 時間の関係上45分を超えています。もう少しお時間ありますでしょうか。 

 あと５分与えられてうれしいです。外商投資法は政府の権力の行使についても制限を設けました。

外商投資を管理するのは政府の権限ではあります。しかし、政府の権限の行使に対し制限を設けま

した。収用についても制限をしました。外商投資情報報告についても規制をしています。例えば、

外商投資情報報告の内容及び範囲は、確実な必要性の原則に従って行う、つまり任意に情報報告を

求めてはならないのです。確実に必要性があるときしか求めることができません。更に情報共有が

できる場合、再びこのために情報報告を求めることはできません。外商投資企業の情報報告につい

て２つのルートを定めています。１つは、企業の登記制度に基づき報告を行うこと、もう一つは、

企業の信用制度を利用して報告を求めます。既存の制度を利用し、これ以上企業の負担をかけない

ということです。政府が日常的に外資に対して管理をするあり方を規定しました。この法律で革新

的な内容は、投資の促進であり、投資の保護です。時間の関係でこれ以上申し上げることはありま

せん。 

 この法律の影響についてお話をします。 

 この外商投資法の採択と実施は、必ず外商投資のビジネス環境を改善することになります。統一

した参入、促進、保護、管理を規定することで外商投資に対し力強い保護を提供し、よいビジネス

環境を提供します。参入前の内国民待遇にネガティブリストを加えた管理モデルからあらわれてい

ます。外商投資法はさまざまな権利を定めています。主として、外商投資法は政府に対し義務を定

めました。外商投資法は過去４０年間にわたる改革開放についての総括となっています。同時に新

たな外商投資の法治の進路の開始を示したものです。外商投資法は事実上、外商投資の基礎的な法

律として将来内資、外資を統合する立法の可能性を残しました。今内資の投資法はありません。将

来、内資投資法を制定するとき、この外商投資法をもとに、この２つの法を統合させて立法するこ

とを可能にしました、長期的な歴史的な使命を担っています。このような意義があります。時間の

関係でここまでとさせていただきます。不適切な部分ご指摘ください。 

 

（平野）孔先生、大変ありがとうございました。 

 短い時間で包括的、それからポイントをわかりやすく説明していただきまして、資料自体は大分

飛ばされてはおられましたが、実際はほとんど内容的にはカバーしていただいていると思います。

大変貴重なお話ありがとうございました。 

 それでは、まず私のほうからコメントと質問をさせていただきまして、その後、住田先生にも主

に実務的な面からコメントと質問をお願いしたいと思います。 

 最後に、フロアのほうに少し質問の時間をとらせていただきたいと思います。 

 私のスライドに書いてあります質問、それから住田先生の後で出てきますスライドについては、

質問事項は既に孔先生にお渡ししてありますので、質問は読み上げません。都度先生からお答えを

いただくようにしたいと思います。 

 最初に、スライドの1.1ですけれども、一言で言いますと、この外商投資法の制定というのは外資

系企業に組織法としての会社法というものが本格的に適用されることになるということを含めまし

て、ある意味普通の制度になったということが言えるかと思います。その一方で、先生からもあり

ましたように、ほかの例えばアジアの新興国の外商投資法令には余り見られないような、投資の円
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滑化であるとか、あるいは促進・保護であるとか、政府の義務であるとか、そういった体系的な規

定も設けられておりまして、これは一つのモデルとして評価されるべき内容になっているというふ

うに考えています。 

 外資法体系の柱は２つに集約できるというふうに思うのですが、まず先生もおっしゃっていた参

入前の内国民待遇ですね。参入が許される範囲・条件、投資奨励策・投資保護、投資規制、投資管

理の４つがあるわけですけれども、スライドの左側の参入前内国民待遇、これはどこまで外資の参

入及び撤退を認めるかということですね。それから右側の参入後の待遇、これをどういうふうに決

めるかということがあります。いずれも内国民待遇ですが、これらが原則とされるかどうかという

ことが当然外国投資家にとっての第一の関心事であるわけです。これは、その国の政府の利益であ

るとか態度、イデオロギーとか、あるいは国内の利害関係者、例えば労働組合であるとか、事業者

団体であるとか、それから外圧ですね、外部的なプレッシャー、例えばＩＭＦのような国際機関、

そういったものによって影響されます。その中でやはり直接投資を促進しようというホスト国であ

れば、できるだけそれは国際的なスタンダードに近づけたいというふうな発想になるはずで、まさ

に新しいこの法律は、このような方向性での努力が大いになされているということがうかがえるわ

けです。 

 スライド1.2にいきまして、外国投資家にとっては、投資後というのが圧倒的にその立場が弱くな

ります。このため、政治、政策の安定性であるとか、あるいは投資家との約束というものが守られ

ることが重要なわけですが、外資法というのは、このホスト国と投資家の間のある意味具体的な約

束事を決めているというものですので、できるだけ透明性、これは先生もおっしゃっておりました

が、予見可能性であるとか、あるいは定量的なリスクが読めるとかいったことが求められるわけで

す。従って、外商投資法というのはホスト国の外資政策を体現する最も上位の公的文書であるべき

でしょうし、権威があるべきものだというふうに考えるわけで、まさにこの法律というのは全人代

がつくられたもので、そういった権威があるものであるというふうに理解しています。 

 ただ、外国投資法に詳しいことをたくさん書くというわけにはなかなかいきません。基本的、概

括的なものにならざるを得ないわけです。下部法令であるとか、今実施条例がちょうどパブコメに

係っておりますけれども、そういったものであるとか、あるいはガイドラインとかマニュアルです

ね、それによって補足される必要があります。外商投資法そのものの方向性というのは非常に評価

すべきなのですが、全体として評価するにおいては、今後、個別の項目、イシューについて、どれ

ぐらいその下部法令であるとかガイドラインで整備されていくかというところがポイントになるか

と思います。 

 特に、中国は地理的にも大きいですし、先生のご指摘もありましたとおり、地方政府の自立性が

非常に強いという国ですので、中央の外資政策を正確に浸透させるためにはそういった下部法令等

がきちんとつくられ、それが地方においてきちんと運用される、ということが重要になります。恐

らく外資系企業に関する下部法令を含めて1,000件とは言いませんが、相当な量のものが今までつく

られておりますので、これをまとめていくという作業になるのかなと思っておりまして、これはち

ょっとなかなか大変な作業にはなると思いますけれども、今後、優先順位を付けて逐次進められる

ということになると思います。 

 関連して、全体的な質問の１から３というのを書いているのですけれども、これ次のスライド、

４ページにいきますが、これは後で先生のお答えになられる範囲で答えをいただければと思います。 

 次に、個別の点についてのコメント、それからご質問ですけれども、2.1スライド、ページ５にい
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きまして、まず外商投資の定義についての、２条でございますね。大前提としては、中国というの

は外国投資というのは原則自由ではないといいますか、憲法の規定、18条１項、法により認められ

ている形態以外の形態による外国投資は認められないというのが原則ですので、外国投資の定義が

何であるかというのは当然重要になるわけです。 

 そこで、コメントといいますか、ご質問として、次のスライド６ページに書きましたように、間

接投資の意味ということですね。これは実施条例の草案に対するコメントの中でもこういう質問が

出ていたと思うのですが、間接投資というのはどういう形態のものが想定されているのでしょうか。 

 例えば、証券投資のようなものはどういう扱いになるのでしょうか。 

 それから、２条２項３号に、中国国境内における新建項目（プロジェクト）というものも外商投

資の形として一つ挙げられておりますけれども、これはどういうものを想定しているのでしょうか。

どうも再投資による会社設立とか買収といったものを想定していないようですので、ではどんなも

のかと。例えばプロジェクトファイナンスのようなものなのか、それを確認させていただきたいと

思います。 

 それから、４条についてなんですけれども、これは、スライドは７ページですね。投資後の内国

民待遇についてということをお聞きしたいのですが、内国民待遇というのは、先ほど申し上げまし

たように投資前のもの、これは先生もおっしゃっていましたが、参入に関するところです。これと

は別に、投資の後に内資企業に比べて同等もしくはそれ以上の待遇を得られるかという、そういう

投資後のものがございます。この新しい外商投資法では、後者の投資後の待遇というものについて、

先ほど言及ありました２０１５年の草案に比べますと包括的な規定というものが抜けているように

見えます。 

 例えば、第２章の投資促進の最初の条文である９条ですけれども、これは外商投資企業が平等に

市場競争に参加することを保障するという趣旨ですし、15条から16条、17条、このあたりは具体的

な内容ということなのですけれども、どうも限定列挙になっているといいますか、原則と例外が入

れ替わっているような印象を受けます。できることのみ、実際に付与される待遇が個別に限定列挙

されているようにも読めますので、これはどう理解したらいいのかということを先生にお伺いして

おります。 

 次に質問の７、８あたりですけれども、海外送金の自由ということに関して、一つの例としてお

伺いしたいわけですけれども、中国の外貨規制も原則自由化ということが行われております。先ほ

ど、これはスクリプトにございませんけれども、さっき孔先生がおっしゃったことで、外国為替に

関する規制は条例の問題であるというポイントですね。条例よりもその上位にある外国投資法で自

由であるというふうに規定を置いた場合、これは条例の規定にかかわらず自由に外国企業は海外送

金できるという、そういう意味になると理解してよいのかをお伺いしたいと思います。 

 ここで実は気になる文言が入っていまして、21条ですが、「法により送金できる」と書いてあり

ます。この「法により」という意味ですね。読み方によってはいつでも法律をつくれば自由を制限

できるというふうに読めなくもないので、この「法により」という留保文言の意味を少し伺いたい

というふうに思っております。 

 次にスライド2.3にまいりまして､９ページですけれども、不収用の原則についてということです｡

収用、国有化等の問題です。私が前に勤めておりました企業、総合商社ですが、そこでは私の知る

限り３０年間で少なくとも３つぐらい実質的な収用というのを経験しておりまして、実際に起きな

いわけではないということですね。どこの国で起きたかというのは申し上げられませんけれども、
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皆さんも国名をお聞きになればさもありなんとお考えになるような、そういう国で実際に起きてお

ります。当然西側先進国ではございません。ちなみに中国でもございません。この収用というのは

非常に厳しいものでありまして、適切な補償がない限り、外国投資家の期待というものは完全に破

壊されるという、深刻な財産権の侵害行為であるわけです。本法の原則として収用を実行しないと

明文化されているわけですけれども、一方で、特殊な状況のもともとで、公共利益のために必要な

場合は、法律の規定に基づいて、法定手続により公平かつ合理的な補償をすることによって収用が

可能であると規定されています。 

 ここで質問９ですが、法律の規定に基づいてという、この法律とは具体的には何かということ、

それから収用に対する司法的な救済ですね、収用が行われた場合に、外国投資家に例えば本法の26

条に基づいて行政訴訟を提起できるような救済の道があるのかお伺いしたいと思います。 

 加えて、補償の基準の具体的な算定式がもしあるようであればお伺いしたいと思います。という

のは、この補償の基準というものの原則としては、十分、迅速、実効的かつ不当に遅延することが

なくという、そういった基準が国際的には固まっております。例えば、この実効的ということの意

味は、公正市場価格に基づき、兌換可能な通貨によってという、そういう意味になるわけです。で

すから、例えば会社そのものを収用する場合、これは例えばＤＣＦ法によるのか簿価によるのかと

か、あるいは実例があるのならばどうなのか、また土地使用権の収用についてはどういった補償基

準になるのかなど、このあたり、まだまだ外商投資法の段階では詳細は決まっていないのだとは思

うのですけれども、先生にお伺いしたい点です。 

 それから、次の34条、スライドですと3.1、11ページにいきまして、外商投資情報報告制度につい

てです。これも先生からご説明がありましたが、関心としては、外資法であるとか、投資上の条件

の遵守状況であるとか、そういったものをモニタリングするという目的のための必要な範囲で、本

来最小限であるのが望ましいというふうに思います。これは２０１５年の草案のときに相当詳細な

条文がつくられておりまして、そのような主旨のパブコメの意見などでも出ておりました。外資系

企業というのは一般に閉鎖会社ですので、あまり情報の公開というのは望まないということもある

でしょうし、実際に投資家側の国の法律で、そこまでは情報がとれないということもあるかもしれ

ないので、やはりこれは内外無差別を原則に、現実的なもので決めていただく必要があるのではな

いかと考えています。そこで、質問としては、情報報告制度の内容の詳細はどうなるか。また、確

実に必要な場合だけということにはなっているのですが、その確実に必要の原則というのは一体ど

ういうものかということをお伺いしたいと思います。もし決まっているようでしたらお教えくださ

い。 

 それから、次のスライド3.2ですが、これは外商投資安全審査制度というものについてです。この

制度は、実はその概念が非常に不明確でありまして、国家安全保障という外縁はどこまでか、範囲

はどこまでかというのは往々にして不明確です。審査機関側はむしろそれを自己判断するというよ

うな基本的には枠組みになっている制度でありますので、最悪の場合は投資の自由化、参入前の内

国民待遇というものを骨抜きにしてしまうという可能性があります。保護主義的な運用がされない

かという懸念がないわけではないということになります。そこで、一般的には発動基準であるとか、

手続の明確化というものが重要だというふうに指摘されております。 

 また、外国投資家がこの申請が必要であるかどうかをみずから判断できるような、できるだけ明

確なルールにしていただくことが望ましいと考えられます。最近、日本でも外為法の改正でここの

ところがちょっとした議論になりまして、審査対象のスレッシュホールドを10％から１％に下げる
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という改正ですけれども、証券投資であるようなものも入るのではないかという批判もありまして、

その発動要件をかなり明確にするということが行われたわけです。中国の場合も同じようなことが

必要かなというふうに考えるわけでありまして、質問のこれが15と16になりますが、制度の概要を

もう少しわかれば教えていただきたいと思います。 

 あと、これは政府の判断が最終決定になるという条文になっております。つまり、自分で判断し

てそこで終わりにする、手続含めコンプレイントは一切許さないという、そういう仕組みになって

いますが、これは非常に珍しい制度だと思います。司法的な救済という道はないのですかというこ

とがご質問になります。 

 最後に、会社法の近代化についてというページ4.1のスライドにあるのですが、これはちょっと先

生のご専門ではないところかなと思いますので、割愛させていただきます。 

 私からは以上です。先生からこの質問に対して時間の許す限りでお答えいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 引き続き、住田先生から質問ということでよろしいでしょうか。 

 

（住田）弁護士の住田でございます。 

 私、平素中国関係の案件を主に取り扱っておりまして、日本企業の顧客の側に立って、平素仕事

をしている立場から、今回の外商投資法という非常に注目度が高いわけですけれども、実務的な観

点から孔先生にコメント、ご質問させていただきたいと思っております。 

 まず、私のレジュメですけれども、最初に実務上の関心ということで７点ほど挙げておりまして、

これ外商投資法を読んだ段階での実務的な率直な関心と懸念というところもあるわけですけれども、

孔先生のお話、外商投資法が投資の促進保護を主眼とする法律であるというお話をいただきまして、

大変方向性として喜ばしい内容になっていると思います。ただ、いかんせん今のところまだ条文数

も少ないというところで、ちょっと懸念というか、いろんな質問が出てくるわけであります。 

 １つ目の質問として、最初の１ページ目のところを読みますけれども、外商投資企業が設立とい

うことで届出主義になったと、要するにネガティブリストが採用されて、ネガティブリストに該当

するものでなければ原則としては内国民待遇と、中国の国内の会社を設立するのと基本的に同じよ

うな手続でやるということですけれども、実際どうなのかというところであります。 

 ２番目は、安全審査が実際どのように判断すればよいかというところで、３番目としては報告制

度というのがございますけれども、どれほど日系企業にとっての負担になるのかというところは心

配というところであります。 

 ４番目としては、知的財産権の保護ということがこの外商投資法で高らかにうたわれていて非常

に心強いところですけれども、実際にどうなのかというところは懸念として残るところです。５番

目として、政府調達について外商平等に扱うというところがかなり明確に述べられているところで

すけれども、実際は非常にそうであれば日系企業にとってビッグチャンスということになります。

実のところ国有企業が実際のところ受注していることが多いというのが現状でありまして、現状こ

れがどういうふうに変わるのかというところは関心事項でもあります。 

 ６番目として、孔先生からのご紹介ありましたように、政府や職員から不当な扱いを受けたとき

にはクレームを出す制度というのが構築されるというふうに法律に書いてあるわけですけれども、

実際なかなか日系企業の立場として、そうは言ってもなかなかクレームが出しにくいという状況も

ありますので、そのあたり何らかの手当てがあるのかといったこと。 
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 ７番目ですけれども、この外商投資法によって、いわゆる外資三法という今までの合弁会社とか

独資会社等を規律していた法律が廃止されるということで、猶予期間である５年以内に会社法に基

づく組織変更が要求されているわけですけれども、その点について実務的にはどうすればいいのか

というところがあります。 

 ということで、私のコメントとしては、以下個別のところについて現状の法令がどうなっている

のかというところも踏まえて、振り返りながら先生にご質問という形でさせていただきたいと思っ

ております。 

 ちなみに、私からのご質問については、レジュメの最後のところで、17ページ、18ページのとこ

ろでまとめて書いてございますので、このあたりちょっと時間の関係で場合によっては割愛いたし

ますけれども、とりあえずレジュメの２ページ目から、現行法などをベースに現状について振り返

ってみたいというふうに思っております。 

 １つ目の関心事にまいりますけれども、届出制というのはどうなのかというところでございます。

先生からもご紹介がありましたように、ネガティブリスト制が導入されたということで、ネガティ

ブリストに入っていない業界や企業については基本的に参入における内国民待遇ということが高ら

かに述べられているということになります。ここでこういう制度ということで、つまりネガティブ

リストに該当しない外商投資企業の設立に関しては内資企業と同等の簡易な手続を期待したいとい

うことになるわけですが、実際のところ、それが保障されているのかというところは、日本企業か

らすれば大変関心が高いところであります。 

 ３ページですけれども、これまでの経緯というところをご紹介したいと思います。 

 日本企業などが中国において会社をつくるという場合には、これまで主に２系統の事前審査とい

うのがございました。１つは外商投資プロジェクトの審査確認、いわゆる核準という制度でありま

して、これは発展改革部門が担当する手続であります。もう一つが外商投資企業設立の審査認可、

審批という手続でありまして、これは商務部門が担当する手続になります。これにこういった事前

審査を行った上で、最後設立登記という形で会社ができるということになっていたわけです。それ

が先生のご紹介にもございましたように２０１３年に上海で自由貿易試験区ができたあたりから自

由貿易試験区内では事前審査を停止するということになりまして、試験的に事後審査でもって会社

の設立を認めるという取り扱いがなされたと。それが２０１４年に発展改革部門の外商投資プロジ

ェクト手続、先ほど申した核準手続がネガティブリスト制度に移行いたしまして、基本的にネガテ

ィブリストに該当しなければ届出制になったという変更がございました。 

 次に、２０１６年に商務部門の審査認可手続、審批手続が原則届出制に変更されました。そうい

う意味で今回の外商投資法におけるこのネガティブリスト制度というのは、これまで２０１６年以

降変わってきた事前審査の廃止、事前審査から事後手続への変更について法律レベルで確認された

というものになります。 

 ４ページ目ですけれども、現状どのようになっているかということですが、まず商務部門の届出

手続ですけれども、これについては外商投資企業の設立及び変更届出管理暫行弁法という法規が２

０１６年にでき、現行法では２０１８年が最新ですけれども、これによれば設立登記のときに必要

な情報も一括でオンラインで届け出ることができるということで非常に便利になっているというの

が現状であります。 

 一方、発展改革部門のほうの外商投資プロジェクトの届出ですけれども、こちらについてはまた

別途手続を行うことが必要ということに一応理論上はなっていて、この基本法がここに述べている
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この外商投資プロジェクト審査確認及び届出管理弁法という２０１４年の弁法なわけです。ここで

気になるのは、この弁法の第20条に、届出を認めない場合というのがございまして、届出を認めな

い場合には理由を説明しなければならないのですけれども、認めない場合があるというところで、

実際認めないという裁量が残されているようにも読める規定になっているというのが現状と認識し

ております。もちろん実務的には事実上それを認めないことはないということなのかもしれません

が、現状このような規定になっているというところは気になるところであります。 

 ということで、かつ今回の外商投資法第29条によれば、外商投資に当たり投資プロジェクトの審

査確認、届出手続をする場合には実施するということで、外商投資法の施行後においてもこの外商

投資の投資プロジェクトの手続というのは残存するということが前提となっている規定というふう

に理解いたしますので、この外商投資プロジェクトの届出手続というのが実際どのように運用され

るのか。これがこの外商投資法の施行によって、より簡便な方向に、より内国民待遇が保障される

形で変更されるのかといったところ、もし先生がおわかりになればお答えいただきたいなと思って

おります。 

 ２番目ですけれども、レジュメでいう５ページですけれども、安全審査についてでございます。

安全審査については先生もご説明もございましたし、先ほど平野先生からもご指摘もあったところ

でございますので、ちょっと重複するのですけれども、現行規定がどうなっているかというところ

を改めて確認いたしたいと思います。 

 まず、全国規定として、外国投資家による国内企業の買収に係る安全審査制度に関する国務院弁

公庁の通知という規定などがございまして、もう一個商務部の通知もありますけれども、現状の安

全審査規定というのは、全国版でいえば外国企業の買収の場合に限った制度になっております。対

象となる事業についても軍事関連の企業ですとか、国の安全に関係する重要農産物、重要エネルギ

ー、資源、重要インフラ、重要運送サービス、基幹技術等々と明確に列挙されておりまして、割と

判断しやすくなっております。一方、自由貿易試験区はまた別の弁法を持っておりまして、こちら

も対象となる事業は同じなのですが、こちらでは買収に限らず、新規プロジェクトや企業設立、契

約支配などの幅広い外商投資を含む形になっております。 

 ということで、そういった規定があるのが現状であり、これが今回の外商投資法では６ページに

なりますけれども、今のところまだ「国家の安全に影響を及ぼし、又は影響を及ぼす虞のある外商

投資に対し安全審査を実施する」という簡潔な形で規定があるのみでございまして、これがどのよ

うな形で運用されるのかと。これまで買収するときだけ検討すればよかったその安全審査が、例え

ば会社を作るときとか、そういった段階においても検討しなければならないと。かつ、その対象事

業についても、現行法のような限定されたものがそのまま維持されるのか、あるいは、より広げら

れるのかといったところが今のところまだ不明確でございまして、企業設立などなどの外商投資の

各場面において投資家側が判断しなければならないのかというところが若干懸念されるところにな

ります。 

 次に、７ページ目の報告制度でございますが、これも先ほど来ご説明のあったところで重複して

恐縮ですけれども、報告制度については日本企業側として非常に心配しているところでして、その

背景としては先ほど孔先生のご説明にも出てきた２０１５年の外国投資法草案では非常に詳細な情

報報告制度を規定しており、これが外商投資法ではどのようになるのか、ということをかなり不安

を持って見守っていたわけです。この点が、今回の外商投資法によれば非常に簡潔な形で規定して

いるということで、逆に、まだ中身はよくわからないので不安が残ったままということになります。 
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 そこで、質問としては、内資企業と比べてどうなのか。内資企業と異なって外資企業ならではの

非常に詳細な報告が求められてしまうのかという点と、内容が一般公開、報告した内容がどこまで

公開されてしまうのかというところをお伺いしたいと思います。 

 次に、８ページ目ですけれども、知的財産権の保護という非常にこの点については外商投資法で

保護という方向性が打ち出されて、望ましい方向であるというふうに考えているわけですけども、

実際にどこまでどういうことになるのかというところに関心があります。 

 まず、今回の外商投資法の規定によれば、第１項がどちらかというと第三者からの知的財産権侵

害からの保護についてうたわれておりまして、第２項では、行政機関や職員による技術譲渡の強制

からの保護という構成になっています。これに関して最近の法制の傾向がどうなっているのかとい

うことについては孔先生からもいろいろご説明もありましたが、知的財産権侵害の懲罰的賠償につ

いて、これは草案段階の外商投資法の実施条例でも懲罰的賠償について規定されています。現行法

においても、ことしの１１月１日、つい最近に商標法が改正されておりまして、その商標法におい

て従前の３倍以下という懲罰的賠償が５倍以下に引き上げられたというのが最近の動向の一つとし

てあります。 

 もう一つ、いわゆる日本でいう特許法に相当する専利法、これまた今起草中なのですけれども、

これについて５倍以下の懲罰的賠償の規定を新設するという法改正が今検討されています。 

 さらに２番目ですけれども、冒認商標の申請行為の規制についてです。１１月１日に施行された

ばかりの改正商標法によれば、使用を目的としない悪意の商標登録などが禁止されることが明記を

され、さらに（２）のところですが、商標登録申請行為の規範化に係る若干の規定という法規が来

月１日から施行されますが、これでかなり冒認商標の禁止がより明確化されているということで、

このように最近の中国の実際の立法、法規定の傾向によれば、この外商投資法が標榜するところの

知的財産権の保護というのが具体的な規定レベルでも少しずつ構築されていると言えるかと思いま

す。 

 次の10ページ目ですけれども、行政機関や職員による技術譲渡強制からの保護という点ですが、

これについても行政許可法の中で規定がございまして、今年の４月２３日に改正されている法律で

すけれども、この31条のところで、まさにこの外商投資法で述べられているような「行政機関及び

その職員は、技術譲渡をもって行政許可取得の条件としてはならない。行政許可実施の過程におい

て、直接又は間接に技術譲渡を要求してはならない」といった規定がここでも再度規定されており、

具体的な立法の中でもこの技術譲渡強制の禁止というところが明確になってきていることを指摘し

ておきたいと思います。 

 もう一点、中外合資経営企業法実施条例が改正されておりまして、これはいずれにせよ外商投資

法の施行によって廃止される法令ではあるわけですが、外商投資法が採択された今年の３月に改正

されておりまして、これまで技術収奪の根拠規定のように言われていた、中外合弁企業に対して、

親会社等の外国投資家側が技術ライセンスをしたものについては契約終了後も使い続けることがで

きるという規定が残っておりまして、それが批判の対象になっていたのですが、これが今さらなが

らではあるものの改正されたということで、この点も技術譲渡強制の禁止というのが法令上あらわ

れたということになるかと思います。 

 このように、ルール上技術譲渡の強制というのは禁止されているということになるわけですが、

この先、実際の運用上もそのように確保できるのかと。この点政府機関からの露骨な強制はないと

思われますが、あるいは国有企業等を通じた事実上の強制がなされたり、後ほど述べる政府調達の
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参加の条件として技術の提供などが実情強制されたりといったような形では残るのではないかとい

った懸念もなきにしもあらずです。 

 ちょっとお時間もありますので若干巻いていきますけれども、政府調達に関しても外資を差別し

ないということが規定されておりまして、これに関しても現行法上も政府調達法や、最近できたば

かりの政府調達の公平競争に関する通知などで外資を差別しないことについては規定されているわ

けですけれども、例えば国家機密ですとか国家の安全など、政府調達の政府に関連するプロジェク

トということになると、機密や国家安全にかかわるものもあるかと思いますが、そのあたりで外資

を事実上排除されたりすることはないのかといったところは懸念としてあります。もしそういうの

があるのであれば、それはどのような基準で国家機密や国の安全といったところで排除されること

になるのかといった基準があるのかないのかというところは関心のあるところであります。 

 次に、政府部門や職員からの不当な扱いを受けたときのクレームについてですけれども、これに

ついても13ページのところに現行法についてご紹介しておりまして、既に商務部の外商投資企業通

報業務暫行弁法という法令がございまして、これによって既に制度としてはあるわけなのですけれ

ども、これと次のページの14ページの行政再議、行政訴訟といったところ、あるいは日中韓投資協

定に定められているＩＳＤＳ手続といったところが日本企業として仮にそういった不当な扱いを受

けた場合にはクレームをつけるルートになるわけですけれども、とはいえ中国の役所とか職員の方

に対してクレームをつけるというのは実際上日本企業としてはためらいもあるのが正直なところで

ございまして、こういったところを実際にクレームをつけることができるように、我々が安心でき

るような何らかの措置というのがあるのかないのかというところは興味があるところでございます。 

 最後に、会社法に基づく組織変更についてですが、簡単にご紹介すると、これまで外商投資関連

の法令で、特に中外合弁企業においては董事会が最高機関として全ての決定をするということにな

っていたわけですが、会社法に基づけば株主会が最高機関とされており、これから５年以内にこれ

までの組織を会社法に準拠した形に変えなければならないということになっています。16ページに

書いてございますとおり、そういったことになるといろいろと変えなければいけないところが出る

ということになります。特に影響が出ると思われるのは、特別決議要件がこれまで中外合弁企業関

連法では全員一致で決めなければいけないとなっていたところが、会社法によれば３分の２以上で

特別決議ができるということになりますので、このあたりは拒否権を維持したい少数出資者と、多

数で押し切りたいという多数株主との間で会社法準拠の中でどのように変えるのかというあたり、

必ずしも順調にいくとは限りません。また、５年以内に変えなければいけないというタイミングに

ついてですが、外商投資法の施行後すぐに経営期間が満了してしまう会社の場合には、その場です

ぐ変えなければいけないのか、あるいは５年以内であればいつでもいいのかといったところは、こ

のあたりの議論をする時間がどこまで確保できるのかという観点からも興味があるところでありま

す。 

 また、５年間従来の制度を維持する会社にとってみれば、外資三法が廃止されることで、これま

での制度を根拠付ける法令というものがなくなってくるわけですが、そういった場合にどのように

いろんな問題を処理すればよいのかというところが実務的には関心があるところになります。 

 ということで、私の質問としては17ページ以降に列挙してあるわけですけれども、ちょっとお時

間も限られておりますので、先生のほうにご回答いただければと思います。 

 

（平野）すみません、短い時間でありがとうございました。 



- 25 - 

 幾つか質問がかぶっているところもあるのですけれども、まとめて先生のほうからお答えいただ

ければと思います。たくさんのご質問があって大変申しわけないのですけれども、20分程でよろし

くお願いいたします。 

 

（孔）どうもありがとうございます。 

 お二方は実務家の角度から様々な質問をなされました。弁護士など実務家は物事を非常に真剣に

考えています。そういう意味でも外商投資法はまさにそういった日系企業の要請に対して応えたも

のです。実施条例が起草される過程で多くの質問に答えていくかと思います。 

 まず、質問に沿って一つずつ説明をします。もし省略してもいい内容だったら省略します。 

 ４ページ目の質問の１です。 

 これは基本的な法令です。最終目標かどうかはわかりません。いずれの法律も時代とともに変化

を遂げます。この法律も、将来、国内投資法と統合する可能性もあります。その場合、内資と外資

は同一の法律で扱われることになります。 

質問の２は、これまでの法律・法規の整理ないしこれらとの調整という問題です。確かに問題で

あります。実施条例は今制定中です。新しい法律が２０２０年施行された場合、以前の条例は廃止

されます。理論的には、全ての法令は外商投資法と抵触する場合、発効しません。部門規定等も、

同様に廃止されます。 

 質問の３は、下部法令やガイドライン、マニュアルなどの制定に当たっては、本法10条の規定に

より、外商投資企業の意見、提案が求められると理解してよいです。当然です。政府は外商投資企

業の意見を求める義務があります。 

 質問の４は、間接的とはどのような形態のものが想定されているのかというご質問です。現在、

定義についての立法の動向を注視する必要がありますが、立法の原則にも留意する必要があります。

中国企業が海外で企業に投資した場合、これが中国に再投資する場合については定められていませ

ん。この点は実施条例では反映されると理解していますが、仮に実施条例で反映されなくても、将

来具体的な規定が出されます。定義についてですが、確かに問題があります。現在の外商投資法の

規定は相対的にみてかなり原則的なものになっています。しかし、通常は、外商投資というのは直

接投資を指しています。投資家が投資する企業に対しコントロール権を行使するものということで

す。この原則は理解できます。 

 証券投資についてですが、実施条例もまだ出されておらず、何とも言えません。私も起草作業に

参加していますが、どうなるかわかりません。一般論としては、間接投資については外商投資法の

対象となっていませんし、証券投資は、法理的にはそのような間接投資であると思います。 

 質問の６、中国国内における新建プロジェクトとは、外商投資企業の形式によらない特定の投資

案件です。例えば、ある案件に投資した場合に、それが外商投資企業の形ではないパートナーシッ

プであるときは、これを投資プロジェクトとしています。発展改革委員会がこのように定義してい

ます。 

質問の７、法に基づくということですが、これは、法律に基づき何々を享受するということです。

法律というのは、まずは外商投資法ですが、これは相対的に原則的なものしか規定していません。

そのために実施条例によって定められています。第２は、この法に基づくという場合の法とは何か

ということですが、別途明確な規定がない限り、法に基づきとは、全人代及び常務委員会の制定す

る法律を指しています。法律、行政法規、国務院が定める他の規定に基づき、という書き方をよく
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見かけますが、このように併記されることからも分かるように、法に基づくとは、全人代及び常務

委員会が制定する法律に基づくことを指します。法律に規定されていれば行うことができるし、規

定されていなければできないということになります。 

 質問の８は、ほかの法規を指しています。例えば、外貨管理に関する法律、安全に関する法律、

労働法などですが、それぞれの法律に従います。投資企業も国内企業と同じように、ほかの法律を

遵守する必要があります。こういった分野については、外商投資法の任務ではありません。 

 質問の９、この法律とは全人代常務委員会の制定する法律を指しています。 

質問の10は、収用に関する司法救済についてです。司法救済は、仮にその規定がなくても求める

ことができます。政府の行為は、政府の具体的な行為が、企業や個人に対し不利な影響を与えた場

合、いずれも行政訴訟法に基づき行政再議、行政救済を求めることができます。司法救済を求める

こともできます。 

 質問の11は、補償基準についてです。現在は、補償基準はありません。法律の中で明確に決めら

れていません。しかし、迅速、公平、合理という６つの文字で定められています。十分なとは、早

期の救済ということです。公平というのは、正しい市場の相場から見て公平ということです。つま

りマーケット価格ということ、これは企業の理解ですが、私の理解ではこの二者は一致しています。 

 質問の12は、支払通貨、海外送金についてです。通貨というのは、明確に言うと外商投資法は外

貨あるいは中国の通貨いずれも両替することができる、どの形でもできるとしています。つまり通

貨という種類について制限はしていません。海外送金についてですが、21条では、経常収支の中の

資本勘定について、外商投資法の規定で自由な送金ができることを明記しています。なお、経常収

支、経常口座では既にこのような制度は設けられています。 

 質問の15、現行制度と比べてどのような制度になる見込みでしょうかというご質問ですが、安全

審査ですね。安全審査について現在一つの制度がありますが、法律のレベル、行政法規のレベルに

達していません。ただの部門の規定です。しかし国務院が外商投資安全審査制度を制定するとして

います。私の知る限りでは、発展改革委員会は既に起草し、国務院に提出しています。実施条例の

中に盛り込まれることはなく、単行のものとなります。近いうちに出されます。推測はできません

が、今言えることは、正常なやり方、あるいは国際的な慣例にのっとり、通常の安全審査はＭ＆Ａ

に限定します。すなわち、外国投資家が買収を行うときのみに限定します。グリーンフィールドの

場合は安全審査の対象外になるのではないかと思いますが、断言はできません。 

 次は質問の16、最終決定の意味についてです。最終決定、安全審査の決定は司法の再議の対象と

することはできるかどうか。これはできません。アメリカの場合も司法救済はできず、大統領の決

定が最終です。手続上の問題について不服を申し立てることはできますが、決定の権限は政府の権

限です。皆様もご存じのとおりです。 

 次に住田さんのご質問です。届出手続はどうなるのかと。実施条例ではどうなるかわかりません

が、今私がここで情報として申し上げられるとするならば、私もいろいろ相談は受けたのですけれ

ども、市場監督を行っている部門が参入ネガティブリストで規制をしているところについていろい

ろ見ているわけですよね。 

そうすると直接届出をするときに審査をするということではないかなと。もちろん外商投資法で

は届出ということになっていますけれども、外商投資法のこの実施条例の中で詳しい規定が出るか

どうかはわかりません。今のバージョンでは、市場監督部門が参入前のネガティブリストが特に管

理措置というのがありますけれども、ネガティブリストを検討して規制をする、そして審査が終わ
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って問題がないぞということになれば届出ができるという、現状ではそういうことになっています。 

 もう一つが、具体的に今後ワンストップで手続が行えるのかという点ですけれども、一つの窓口

でやればほかにはやる必要はないというふうに理解しています。 

もう一つの質問ですけれども、外商投資法の下で、中国に投資しようとする外国投資家は安全審

査の申請の要否についてどう判断するかという点について。安全審査をする場合、特に買収をする

ときには自主的に審査をしてもらうよう申請をする場合と、政府の方から進んで審査をする場合と

いう２つのパターンがあります。もしかしたら国の安全にかかわるかもしれないぞというときは進

んで政府にお伺いを立てて安全審査について申請をする。具体的にはどうやっているか私もわかり

ません。いずれにせよこの２つのパターンがあります。 

 ３つ目は外商投資情報報告制度についてです。これは大変明確です。つまり、市場監督部門の企

業登録システムと企業信用情報公示システムというのがあります。報告された内容は、商務部や発

展改革委員会が共用するということになります。これらがプラットフォームになりますので、今後

ビッグデータの運用が進んでいきますと、これらのシステムがさらに統合され共有されるというこ

とはあるかもしれません。報告された情報を社会に公表するのかどうかという点については、これ

は法律に規定がある場合に限り公表する、それがなければ公表することはないというのが私の理解

です。 

 そして、４つ目の技術提供の要求についてですが、技術要求を拒否すると外商投資の許認可が下

りないという問題です。政府というのが行政手段をもって強制的な技術移転を求めるということは、

ちょっと私には意味が余りよくわからないので、もしかしたら質問自体私が理解できていないかも

しれません。 

政府調達において、国家の安全や国家機密に関連することを理由に外資の参加が排除されるかど

うかという問題については、安全審査というのは限りがあります。買収に関する場合に限定されて

います。また政府調達について、国家安全や国家機密ということを理由に外資を排除するのか。こ

れは今後の法律がどう規定するかというのを見る必要があるでしょう。政府調達では、法に基づき

外商投資企業を保護し、公平な競争を確保し、公平に政府調達に参加できるということを保障する

というスタンスをとっていますから、今後、政府調達法とか関連するほかの法律がどう規定するか

ということを見なければいけないでしょう。 

また、通報についてでありますけれども、通報業務メカニズム、これは一般的に外商投資企業が

通報する権限をより確保するための特別な規定になります。先ほどもおっしゃいました、なかなか

通報するだけの勇気がないという点については、それを解決するために特別な形でこのようなメカ

ニズムをつくっています。外商投資法というのは、やはり外商投資企業に自信を高めてもらうとい

う趣旨もあるのでそのための制度と言えると思います。また、この通報メカニズム以外にも、行政

訴訟や行政再審議の手続をとることもできます。両国の間では投資条約のようなものがあればその

規定に基づき、国との間での紛争などについては国際投資仲裁などのメカニズムもあります。外商

投資企業がその申立人や被申立人となって国際仲裁機構に仲裁が提起されることはこれまでも前例

としてないわけではありません。 

 また、７番目の質問でありますけれども、外商投資法が施行されてからすぐに経営期間が満了す

る場合、猶予期間が５年あるということで、その間、元の会社の枠組みを維持してもよいのかとい

う問題について。外商投資法の実施条例の草案を見てみますと、５年後には、こうした組織の改革

を完了しなければならないとされています。ですので、５年後に、もしこの改組がされていないと
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違法になってしまう、あるいは、その登記を認められないということになるということになります。 

 最後の質問ですけれども、５年間の猶予期間でありますけれども、外資三法が廃止されていても、

２０２０年から５年の間は合作企業、合資企業、外資企業が従来の組織の形式を依然として留保す

ることも可能です。ただ期限が来れば組織を変えなければいけないということです。外資三法でも

ともと認めた形というのは、猶予期間の間は残すことも可能だということです。このような形で全

て質問にお答えできているでしょうか。もしほかの質問、あるいは明確でないところはさらにお答

えしたいと思います。 

 

（平野） 非常にお答えいただき、たくさんの情報も共有していただきまして、かなり明快になっ

たと思います。本当にありがとうございます。 

 それでは、残り時間を使いましてフロアのほうからご質問を受けたいと思いますけれども、どな

たでもご質問のある方の挙手をお願いできればと思います。マイクのほうをお願いいたします。 

 

（会場１）大変詳しい説明ありがとうございました。経済産業省の者です。 

 23条についてお聞きしたいのですけれども、行政機関及びその職員は、秘密を保持し、漏えいし

てはいけないということですけれども、中国のいろんな行政手続の中で、政府機関が行政処理をす

るだけじゃなくて、第三者機関が、民間の人なんかも含めた形で、その第三者機関を組成して処理

をする場合があって、政府職員じゃない人がそこに入っていて処理をする場合があって、そういう

人もちゃんと秘密保持してもらわなければいけないと思うのですが、この規定ではそれが読めない

ので、それはどう考えたらいいでしょうかということと。 

 もう一つは、これ他人に漏えいしてはいけないというふうに書いてあるのですけれども、自分で

使えばよいのですかと、そういった第三者機関で民間の人が入っている中で、じゃ他人に漏らさず

に自分で自分の商売のために営業秘密を使いますというケースもあり得ると思うのですが、これで

は排除されないように思うのですけれども、どう考えたらいいでしょうか。 

 

（孔）ご質問ありがとうございます。 

 この条は、明確に政府は秘密保持の義務がある。行政権利を行使する中で、秘密保持の義務があ

る、もし政府以外の機関、第三者機関が行使するとき、まずは法定権利を行使しているとき、ある

いは政府の依頼を受けたとき、実際のところ政府の義務は第三者に移したということです。法に基

づき政府の権利を行使するとき、このような権利を行使するとき、政府が守る義務を守らなければ

なりません。もちろん自分で使ってはならない、第三者に披露してはならない、法律的に非常に明

確になっています。どのような状況で政府以外の民間機関が政府を行使することがあるのでしょう

か。 

 

（会場１）例えば、日本の行政処理の中で補助金の審査を受けて、審査をするときに、専門家をそ

の審査機関の中に入れてやる場合があるのですけれども、そういうときには守秘義務契約を結んで

やってもらったりしていますので、日本は大丈夫なのですけれども、中国でもそれは大丈夫なのだ

ということが今お答えでわかったような気がしますが。 

 

（孔）そうですね。このような政府が専門家を雇ったとき、補助金の審査をするとき、そういうケ
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ースですね。こういうケースの場合、実施条例、今起草中ですが、明確に政府は具体的な細則を制

定する必要があるとしています。さきの言ったケースの場合、政府が専門家を雇って審査を行うと

き、専門家にもそういう秘密契約を結ばせています。このようなやり方は中国の体制の中でもよく

あります。 

 

（会場１）恐らく規格とか標準を作るときに、まさにそういう専門家を中国で組織をして、外国企

業も入れて、技術仕様とか技術基準みたいなものを出させてみんなで検討して作っていく場合って

あるのですが、そういうときも守秘が守られるというふうに理解をしました。 

 

（孔）そうですね。外商投資法は全ての外商投資企業が標準制定をする権限を与えています。意見

を提出することができます。意見提出するとき、もし秘密にかかわるとき、この条項を適用するこ

とになります。おのずとこの標準制定のときもこの条項を適用させることができます。法理的に根

拠があります。 

 

（会場２）西村あさひ法律事務所の弁護士です。ちょっと中国語で質問させていただきます。 

 法律の中で言っている外商投資に関する法に基づくということについてとても注目しています。

当初、その中でよく遭遇する地方政府の優遇策というのがありますし、また地方政府と結ぶ、例え

ば外資導入奨励に関するいろんな提携しているようなことがありますが、このような政策というの

は合法的で法律はあるのか、地方政府からこのような政策を与えられていないときは、このような

条項に基づいて、自分たちの利益みたいなものを主張することができるのでしょうか。特に法に基

づくイーファーということがありますが、例えば25条もそうですけれども、各部門などですけれど

も、外資投資家などでその法に基づき政策や約束、あるいは法に基づき結んだ各種契約ということ

が書かれていますけれども、これは法律なのでしょうか。狭義の法律ということなのでしょうか。 

 それと18条です。18条では県以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地方的な法規などの規定

に基づき、法定の権限内で外商投資促進として円滑化の政策措置を定めることができるというこの

条項に基づいて、法に基づきというのは実際に解釈として行政法規、地方法規も含まれるのか。 

 もう一つあります。今、特にパブコメをとっている実施条例でありますけれども、その28条です。

そこにあるのは、地方の各人民政府そして関係部門は、その法定権限を越えて外国の投資者、外商

投資企業に政策の約束をしてはならない。政策、約束については書面の形式をとるべきであり、内

容は法律・法規の規定、国の政策に適合するものとしています。この実施条例のパブコメの第２版

バージョンに基づくと、法に基づきというのは法定のということ、そしてまた書面が必要であるこ

と、内容については、法律・法規の規定や国の政策に合致するということ。そうしますと法律・法

規というのはどのように解釈すべきなのか、また国の政策の法律文書、これは法律システムの中で

どのような解釈、理解をすべきか、これは大変いつも悩んでいるところです。ありがとうございま

す。 

 

（孔）これは、まず第一に、ポジティブにこの規定を見ています。政府がやった約束というのは、

その法に基づき、例えば契約を結んだとか、そういったことについては履行すべきだということ、

これについては明確です。 

 もう一つ、外商投資法の実際の政府の義務としては、約束をした、あるいは調印をしたというこ



- 30 - 

とは法律の規定に基づいているべきであります。ですから、軽々しく法律の規定を飛び越えて何か

約束をしたり、契約を結ぶということはあり得ないわけです。ですから２つの意味がありますよね。

まず最初は、もしある特定の規定があり、そして、法律以外に行政法規とか、あるいは政府の政策、

国務院の規定、あるいは地方の法規ということがあるとしますと、これは全て含まれるというふう

に理解できるでしょう。 

 今の質問は２つに分けることができるのではないかと思います。 

 まずは、政府が約束をするということは当然のことのように法律に基づいているはずです。約束

や契約というものはやはり法律に基づく、全人代の常務委員会なども狭義の理解をしていますから、

私もそうだと思います。 

 もう一つ、法律が明確な場合、政府がやる約束や、法に基づきやった約束とか、あるいは契約の

ようなものは履行すべきということ、これは明確です。また、好き勝手に約束をすることはできな

いのです。あるいは好き勝手に法律もないのに勝手な約束とか、あるいは調印をすることはできま

せん。ですので、行政法規というものもやはり法律に入るわけです。地方の法規もしかりです。こ

のような回答でご理解いただけるでしょうか。 

 

（会場２）それでは、もう一つ質問を追加させていただきたいと思います。 

 実際のオペレーションでよくわからないこととしまして、私たちは大変慎重にこれを質問したい

のですけれども、地方政府がやっている、地方政府の法的根拠というのは何でしょうか。例えば臨

時の文書が出るとき、あれは、例えばそういう地方が出した文書というのは、外国の投資家に関し

ていうならば、どれだけ慎重に考えるべきなのでしょうか。例えば、地方の政策的な文書、あるい

は地方の法規というのは上位法との抵触があるのかどうか。 

 

（孔）はいはい、わかりました。これは今のところ、恐らくこういったことは少し存在するという

ことは否めません。ただ法律が実施されていくにつれて、赤い文字で始まるこういう文書というも

のも本当に法律の規定というふうになっていくでしょう。ありがとうございます。 

 

○平野 どうもありがとうございました。申しわけございません、時間になりましたので、これで

第１セッションを終わらせていただきたいと思います。 

 孔先生、本当に短時間でいろいろお話しいただきどうも本当にありがとうございました。先生に

拍手をお願いいたします。 

 

○小杉 これで第１セッションを終わるわけですけれども、孔先生にははるばる北京から来ていた

だいて、大変詳細なご説明、また質問に対しても極めて公正で明快なお答えをいただいたと思いま

す。 

 ２人の日本のコメンテーターの方々も、よく孔先生の発表原稿を読み込んでいただいて、大変適

切な質問をしていただきました。また、平野先生にはセッションの司会ということもしていただい

て、本当にありがたく思います。 

 フロアからも質問をいただいて、大変有意義な第１回のセッションができたと思います。 

 ここで孔先生、平野先生、住田先生に対して、皆さまで御礼の拍手をして締めくくりたいと思い

ます。どうもありがとうございました（拍手）。 
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― 休憩 ― 

 

（小杉） それでは、第２部のセッションを始めたいと思います。 

 がらりとテーマが変わりまして「デジタル時代のスマートシティ建設」ということで、このセッ

ションの司会を日中経済協会専務理事の杉田定大様にお願いいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

講演２「デジタル時代のスマートシティ建設」 

講 師： 单 志広 （国家発展改革委員会傘下） 

中国国家情報センター情報化及び産業発展部主任 

進行：  杉田定大 一般財団法人日中経済協会 専務理事 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 山村真司 (株)日建設計総合研究所 理事上席研究員 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 周 意誠  富士通(株) 政策連動ビジネス推進部 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

早稲田大学理工学術院 客員上級研究員 

 

（杉田）ただいまご紹介にあずかりました日中経済協会の専務理事の杉田でございます。座らせて

お話しさせていただきます。 

 今回、第２４回を数えます日中民商事法セミナーでございますが、ハイテク分野の交流セッショ

ンにつきましては、私ども日中経済協会のほうが担当させていただいております。日中経済協会は、

１９７２年に日中国交正常化の年に設立された経済団体でございますが、本年で４７年目になって

おります。ずっと日中経済交流の窓口を務めてきたわけでございます。最近の日中交流の状況など

を見ていますと、特にハイテク交流、あるいは日中のイノベーション協力といったようなテーマが

話題になり、ちょうど昨年、林念修副主任がいらっしゃったとき、そのイノベーション協力という

のが提起され、内閣の和泉補佐官等々ともご議論されたというふうに聞いておりますし、それを契

機に日中イノベーション対話というのが今ちょうど行われているところでございます。 

 今日は「デジタル時代のスマートシティ建設」というテーマでございますが、これは、私も非常

に関心を持っているテーマでございますので、今回司会をさせていただくのは光栄でございます。

後で少し私からも考え方を示させていただこうと思っております。 

 きょうのハイテクセッションの進め方でございますが、まず中国側の中国国家情報セ单ンター情

報化及び産業発展部主任、单志広様よりプレゼンをお願いしたいと思います。单様は、この分野で

のエキスパートでいらっしゃり、昨日の夕食会でいろいろお教えいただきました。非常に適任の方

を国家発展改革委員会がお連れいただいたというふうに感謝をしている次第でございます。 

 その後、日本側から２名の方、お一方は、日建設計総合研究所理事上席研究員の山村真司様、も

う一方は、富士通株式会社政策連動ビジネス推進部シニアマネージャー兼早稲田大学理工学術院客

員上級研究員の周意誠様よりコメントをいただくということになっています。 

 お時間を見ながら、ぜひフロアからも質疑応答、ディスカッションをさせていただくという時間

もとりたいと思いますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。 

 それから、きょうご紹介いたしました発言者の方々の略歴は配布しておりますので説明は省略を

させていただきます。 



- 32 - 

 最初に、少し、私よりオブザベーションさせていただこうと思いまして、５分ぐらいお時間いた

だきます。 

 実は、昨日单様とご議論する機会がありまして、ちょっと、我が意を得たり、という感じを持っ

ております。スマートシティというのは、過去、日本も１５年ぐらい前から日本の国内あるいは海

外で、日本としてもいろいろこういう建設をやってきたわけでありますが、どちらかというとエネ

ルギーとか、あるいは交通とか、あるいはビルのインテリジェント化とか、個別な分野の取り組み

で終わっています。その個別の分野の先端技術の実証で終わってしまったために、必ずしも成功事

例というのは国内外でもそんなに多くないと思います、日本でも多分数件ぐらいで、柏のキャンパ

スとか、非常に例外的に成功した事例はありますが、それから海外で、政府が協力した東南アジア

とか、インドとか、こういったところでは、ほとんど成功が見られなかったという非常に残念な結

果になっているわけであります。中国も恐らく１５年前、曹妃甸とか、あるいは天津とか、取り組

みがあったわけでありますが、恐らく今の新しい取り組みとはかなり様変わりしているものだとい

うふうに認識しております。 

 私、たまたま以前、経済産業省で働いていたときに規制改革、あるいは国家戦略特区などに関わ

ってきましたが、今日单様からのお話としましては、官民連携いわゆるパブリック･プライベート･

パートナーシップとか、あるいは官製市場の民間開放とかと言うようなテーマが織り込まれて、そ

れからもう一つは、サプライサイドからのアプローチではなく、ディマンドサイド、いわゆる地域

住民とか、中国でいうと人民からのアプローチということになるのかもしれませんが、日本でいう

ところの地域住民、そういったような目線でどうやっていろいろな技術ツールを兼ね合わせて包括

的にサービスをするのかです。この１５年の間に新しく出てきた第４次産業革命とか、Society5.0

といったようなテーマがそういうツールが生かされるような時代になり、それによってビッグデー

タとかＡＩとかクラウドとか、あるいはブロックチェーンとか、こういったような技術力生かされ

るようになり、それが大きくさま変わりしたようなどうも姿になっているのではないかと思います。

今日はそのようなお話を单様から具体的にお聞かせいただけると思っています。 

 それから、少し申し上げますと、日本もやはり、スマートコミュニティということについての反

省もあり、最近、これは内閣府主導ではございますが、国家戦略特区の中でスマートシティと言わ

ないところも結構ありますが、スーパーシティという新しい概念を持ち出して、もう少し進化させ

た形で、先ほど私が申し上げたような住民目線であるとか、Society５.０とかいったような包括的

ないろいろな分野のものを、いわゆるデジタルトランスフォーマーみたいな形で包括的にサービス

が行えるような工夫をしていくというふうな考え方もあります。しかし、これらの取り進めで非常

に大事なポイントは、規制の改革がないとなかなかできないということだと思いますし、この点は

中国と日本の場合、かなり違うのかなと私は認識しています。日本の場合、ご承知のように事後規

制ではなくて事前規制の国、最初から規制が厳しく引かれています。中国の場合は、まずはやって

みなさい、その後で問題が起これば事後規制をするという国であります、そういうところではかな

り規制の扱いが違うと思います。 

 それから、もう一つ言えば、中国は国家資本主義であります。我々は自由、あるいは民主的な資

本主義をベースにしていますが、この点でも、中国では個人情報の取り扱いとか、画像認識で、い

たるところで撮られています。何かちょっと嫌だなという感じはありますが、中国の方からすると、

いやいや、これで安全であるという見方もあるかもしれません。この点もぜひいろいろご議論して

いきたいテーマなのかなと思っています。 
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 ちょっと長くなりましたが、私のオブザベーション以上でございます。後でお時間いただければ

スーパーシティについて少しご説明をしたいと思います。 

 それでは、お待たせいたしました。中国側の单様より｢中国スマートシティの発展の情勢と展望」

というお題を頂いております。单様、ご発表をお願いいたします。 

 

（单） 尊敬する会長、理事長、皆様方、どうもこんにちは。 

このような機会を得まして、第２４回日中民商事法セミナーに参加できることをうれしく思います。

そしてまた、デジタル時代のスマートシティ建設についてお話しできることをうれしく思います。

ことし２回目の訪日ということになります。３月にもこのインフラにかかわるスマートシティのＡ

ＰＥＣの会議の前の専門会議にも参加いたしました。そしてまたＮＥＣにも伺いました。また、こ

の羽田の横にある排水処理場の状況なども拝見することがありました。そして、今回もこのように

皆様方と交流できることをうれしく思っております。国家情報センターから参りました。この林主

任の国家発展改革委員会の下にありますこの研究センターであります。このビッグデータ、デジタ

ル経済、シェアリングエコノミーなどなどを研究しております。そして、国家発展改革委員会です

が、このハイテク分野のこの局のほうにさまざまな情報なども提供しております。４５分ぐらいの

時間を使いましてデジタル時代の中国のスマートシティの建設についてお話をさせていただきたい

と思います。 

 まずは、現在に至るまで世界各国で学術界でも産業界でも、いわゆるこのスマートシティですが、

これについてはみんなが一致するこのコンセプト、定義というものがないわけです。ＡＰＥＣの会

議に参加したときにも、それぞれの国の人たちが言っているスマートシティというのを並べてみま

すと、やはり全然違うものもありました。そして、その重点も違っていることがわかりました。私

ども中国で推し進めているこのスマートシティですが、これは新型スマートシティということにな

ります。これは中国の新型の都市化の中に含まれております。私は個人で思いますに、イノベーテ

ィブなということであります。ニューではなくイノベーティブなスマートシティというのがまさに

新型スマートシティということであります。この新世代の情報技術などを使う歴史的な転換を図る

というこの都市のものであります。そして、これは工業時代とは違ったものであります。そして、

新たな発展のこの道を行くものであります。そして、このような都市の変化というものが見てとれ

ております。そして、このスマートシティのこの概念の中で、２０１４年ですが、この文書が出さ

れました。そして、いわゆるスマートシティですが、これは近代的な情報技術などを使う、つまり、

このＩｏＴ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、ＡＩ、ＡＲ、ＶＲ、また地理空間情報

法などを使い都市の計画建設管理、またサービスなどのインテリジェント化を進める新しい方式で

あります。中国にとってみれば、これは技術のイノベーションと都市の建設を結びつけたものであ

ります。そして、スマートシティの発展ですが、これは政府の機能の転換にもかかわりがあります。

管理型の政府からサービス型の政府へとの転換を図る中でこのようなことを推進しております。そ

してまた、クリーンで持続可能な低炭素の社会を構築するものであります。中国の近代化ですが、

工業化、情報化、また都市化というもの、こういったものを全て一緒に進めるものであります。し

かしながら、ほかの国ではこういったものが段階を踏んで出てきたわけですけれども、中国では同

時にこのような４つの変化が起きているということになります。 

 スマートシティですが、これは簡単な情報化ではありません。このスマートシティですが、三次

元の新しい時空というふうに言うことができます。人がいる世界と、この実際の物質的な世界とい
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うものがあります。そして、この情報ネットワークが発展する中でもう一つの次元が出てきました。

これがサイバースペースであります。私どものこの考え方の中でスマートシティ、人のニーズに基

づいて、この期待に基づいて、実際の物理的な世界の中でこの計画をしたものと、このデジタル世

界の中のものを結びつけた、この三者を有機的に結びつけたものと考えることができます。 

 また、スマートシティですけども、これはただ単に都市の情報化ということではありません。例

えば電子政府ですとか、あと電子商取引というものが今までもありましたけれども、これはやはり

孤立した業界や産業のものでありました。しかしながら、ここで言っているのは各業種部門などに

分散しているこういった情報などを結びつけ、非常に高いレベルでの管理を行うものであります。

そして、かつての縦割りというこのシステムではなく、こういったものについて統一されたフロン

トエンド、またバックエンドをつくるものであります。そして現代の管理のニーズにマッチしたも

のとなります。中国では70以上のスマート都市建設の実施計画というものがあります。これは非常

に大きなものであります。ただ単に情報を応用するだけではなく、情報を使い、工業、農業時代に

作られたたくさんの管理、運営、公共サービス、発展のモデルを現在のこういった時代に合わせて

いく、そしてこのスマート化された、インテリジェント化された、こういった時代に合わせていく

というシステムエンジニアリングなのであります。そしてまた、これはいろいろな原動力も必要で

あります。そしてデジタル経済の発展のメリットをこれにより享受することができます。そして国

内では、もともとこのスマートシティですが、これは技術を使い都市を改造するというふうに考え

てきました。そして本当の意味で改革、そしてイノベーションということで、人々にこのような達

成感というものを与えるということになります。ただ単に、この電子政府ですとか電子商取引とい

うものを使うということだけではなく、これらのシステム自体がもともと分散していた、孤立して

いた問題を解決するものでもあります。そして中国のスマートシティの中で、まずはこの都市その

ものにも注目しなければなりません。よりよい転換、またアップグレードを図る、そして近代的な

管理などができるようになる、それからまた、都市化の過程の中での人々のニーズを満足させると

いうことであります。２億ぐらいの人たちがこの農村から都市に入るということで、これは非常に

大きな数字であります。８０年代、９０年代、それから００年代生まれの人たちであります。雇用、

環境、医療などなど、いろいろなプレッシャーがふえています。ですから、こういった現実的な問

題をも解決しようというものであります。 

 そして、中国のスマートシティ発展のための政策についてです。そして、このスマートシティで

すが、国家発展改革委員会のほうで、このほかの２０の部門と合わせて、こういったスマートシテ

ィの構築について推進をしております。政府と社会の関係の問題などについて先ほども提起されま

したが、スマートシティですが、これはやはりこの地方の政府がそれぞれスマートシティというも

のを推進するわけであります。中央ではこの国家発展改革委員会とその他の部門がこれらについて

の基準などを決めて、そして指導を行うものであります。そのようにして政策などは決めていきま

す。 

 では、最近ここ数年ですが、国から出されたスマートシティと関係のある政策などについて振り

返ってみましょう。 

 ２０１３年ですが、国務院でこの情報消費についての意見というものが出されました。そして、

これも非常に重要なものであります。スマートシティですが、これも情報消費の中の一つというこ

とができます。この文書の中で２０１３年なのですが、この文書がここでは条件のあるこの都市に

おいてパイロット的なスマートシティを構築するとされています。この都市の中では市場化された
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投融資を推奨し、また情報資源の社会化開発などを行わなければならない。要するに政府が主導で

はなく政府が指導するというものでありました。また、この物流、電力、また交通などにも及ぶと

いうことであります。そしてまた、各種の市場の主体がこれに共同で参加することを奨励するとし

ています。また、地方政府債の範囲においてというのはどうしてかというと、資金のプレッシャー

も非常に大きいものでありましたので、この地方の政府債の限度の中において行うということがし

っかりと置かれています。そしてまた、一部の資金については、地方政府債の限度内においてこれ

をスマートシティの建設に用いるとしました。そしてまた、企業債などを発行するのを奨励すると

しました。そしてまた、秩序立った発展というものを推奨するためにこのような資金面での規定な

どもなされました。 

 そして２０１４年ですが、国家新型都市化計画（２０１４～２０２０）が公表されました。これ

は新型の都市化の角度からこの都市の発展を促進するものであります。この方法については６つの

面でここに書かれています計画です。そしてここの中で、最初はスマートシティというのはこのよ

うな任務があるというふうに考えました。まずはこの情報化です。例えばこの５ＧですとかＷｉ－

Ｆｉです。それからまた２つ目ですが、計画管理の情報化というものがありました。これも基礎と

なります。それからまたインフラのスマート化、インテリジェント化というものがありました。交

通ですとか水ですとか橋ですとか地下の共同溝ですとか、また建物です。日本では、やはりこのビ

ルですとか地下の活用が非常に先進的だと思います。 

 次は、公共サービスです。こちらには教育、雇用、社会保障、高齢者サービス、医療なども含ま

れています。そしてまた、建設をするだけではなく、デジタル経済の発展のモデルも構築しなけれ

ばなりません。そのために産業の発展のデジタル化というものが書かれています。それからまた、

社会のガバナンスについてのスマート化などもうたわれています。環境の管理、信用サービス、ま

た治安、公共安全などなどです。先ほどおっしゃられていましたけれども、この都市においては、

やはりいろいろなプロジェクトを通し、そして人々の安全を高めるためにいろいろな措置をとって

います。そして、今自分自身の健康、それからまた環境の安全というものを今私自身も非常に気に

しています。ですから環境の安全というのは、都市の住民にとっては一番重要なニーズということ

ができます。そして、この６つの面において、このスマートシティの構築を指導するものでありま

した。そしてまた、発展改革委員会と12の部、委員会がこのプロジェクトを提起しました。これが

２０１４年です。そして、これは人々にメリットをもたらすものということで、社会保障、医療、

教育、高齢者サービス、コミュニティサービスなどにおいてサービスのレベルを高めるというもの

でありました。 

 そしてまた、２０１４年８月ですが、私自身もかかわったのですが、スマートシティの健全な発

展を促進することに関する指導的意見です。そしてこちらですが、非常に系統的な指導文書という

ことができます。そして、この文書の中に何が書かれているかというと非常に重要な政策について

書かれています。ここを見てみますと、目標というのは都市化のために奉仕をする。また市場の役

割を十分に発揮させるということが書かれています。また、政府がこれをリードする、またこの人

と物などをうまく結びつけ、そして質の高い発展を図るということです。この人を根本とし、推進

をするということ、また科学的で秩序を持って行う、そして実際にはこのそれぞれの地方の実情に

合わせるということで、地方といってもいろいろなレベルがありますので、それに合わせるという

ことであります。それにかなった方法でこの政策を決めるということで一律のものではありません。

それからまた、市場を主とし、イノベーションを行う。それから４つ目ですが、これは管理が可能
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である、コントロールが可能であるということを確保するということであります。この情報のネッ

トワークの空間というものがあります。データというものを集め集中させる必要があります。そし

て、この安全のリスクなどを完結していかなければなりません。大きなプラットフォームの中でそ

れをしっかりとコントロールできるようにしていくか、これが大きな問題であります。この大きな

システムでありますと、どこかで何か故障をすると、それが都市全体に及びかねないからです。 

 そして、この国民主導のもとで具体的な要求も出されました。 

 まずは、このスマートシティ建設のトップレベルデザインを制定するということです。これはト

ップダウンとボトムアップを結びつけたものということになります。まずはこの情報システムの構

築についてはトップダウンということになります。それからまた、このボトムアップというところ

では実際のニーズに基づいてこれを構築するというものであります。システマチックな計画の考え

方が必要であります。 

 そして２つ目ですが、任務ですが、インクルーシブなユニバーサルなサービスを構築するという

ことであります。また、この産業の発展にも利するもの、そして、このインフラの近代化などにも

利するものということになっています。農業の時代には土地の資源がメインでありました。そして、

工業化時代にはやはり技術、そして現在デジタル時代ではやはりこのデータというものが重要とな

ります。このデータの共有ということで重要な分野における開発、利用などを進めていく必要があ

ります。また、イノベーションのプラットフォームなどをつくっていかなければなりません。クラ

ウドなど、いろいろな新たな技術を推し進めていかなければなりません。また、このネットワーク

管理のキャパシティービルディングも必要です。また、このサイバー空間の安全管理などをしっか

りと行う必要があります。そして重要な情報施設、資源の安全を評価するということです。また、

管理の制度をさらに改善する、そして効果的に資金、人材、プロジェクトなどについて管理をして

いく、そしてまた投融資のメカニズムを整備するということであります。そして、発展改革委員会

がこのトップに立ちまして25の部門で構成された調整グループがつくられました。そして、中央政

府のこの政府活動報告の中にも２０１５年からスマートシティが盛り込まれるようになりました。

また、いわゆるこの新型スマートシティの建設ということで、習近平主席もこれを明確に提起して

います。この３つの融合などを行うということです。そして、現在スマートシティの建設を推進す

る中で、技術、業務、デジタルの融合というものを考えなければなりません。また、この業務や実

際の地理的な位置などを超えていろいろなものを解決していかなければならないというような考え

方です。そして国家発展改革委員会ですが、私どものこちらがオフィシャルアカウントですが、こ

こにも載っていますが、新型スマートシティの発展報告というものが出されています。この二十数

の部門がともにこれを推進しているところです。 

 そして２０１６年ですが、国の第十三次五カ年計画の中にも明確に明記されました。新たなモデ

ルとなるスマートシティを構築するというものであります。このパイロットとも書かれていたのが、

現在ではそれがモデルとなるシティとなっております。 

 ２０１７年ですが、国でこのスマート社会という概念が出されました。日本ではこのSociety5.0

というのがあるのを知っています。スマート、つまりインテリジェント社会ということで人民日報

にも文章が載りました。これはスマートシティがさらに拡大するということで都市と農村の融合、

また全ての社会の発展を図るものであります。 

 そして３つ目の部分ですが、発展改革委員会、国務院の情報部門が評価活動を行っております。

この状況を見てみましょう。 
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 現在、このような作業をやっているわけですが、まずやっていることは評価を今行っているとこ

ろです。定量的なデータを基に中国の都市発展のスマート化の問題、今の課題などについて分析す

るものです。どこでうまくいっているのか、どこではうまくいっていないのかということを見るわ

けです。２０１６年に二十数の部門が共同で研究をし、関連の国の文書をもとにまとめたものです。

いろいろな指標があります。日本にも恐らくあるのだというふうに思うのですけれども、中国では、

ここではいろいろな指標がたくさんあります。これは実際にはかることができるものであります。

８つのいわゆる一級指標、そしてその下に二級指標というものがあります。まず最初に、人々にメ

リットをもたらす、人々に恩恵をもたらすサービスというのがあります。行政事務、交通、社会保

険、医療、教育、雇用、都市サービスなどなどがあります。そして、これが１００点の中の３７％

を占めています。 

 そして２つ目ですけれども、精確なガバナンスということで都市の管理の能力などがあります。

次が生態環境という指標があります。インテリジェント環境保護、グリーン省エネ、次がインテリ

ジェント施設というのがあります。ブロードバンドのネットワーク、それからまた時空情報プラッ

トフォームがあります。それから情報資源、これが開放共同享受、開発利用があります。次がネッ

トワークの安全、ネットワークの安全管理、またシステムとデータの安全があります。また改革・

イノベーションもあります。一つの都市がスマートシティ化を推進する中でうまくいっているかを

こういったものではかるわけです。そして、このような指標が出されたということで、私たちの都

市は国の評価に基づいて何点になるのか、要するにこれは自分で点数をつけるものであります。こ

れをこういったシステムで集めています。またビッグデータも使っています。アリババのシステム

も使っています。それからまた、テンセントのシステムなどを使ってこの調査を行っています。政

府ではわからない部分について、都市の住民の人たちに満足度について評価をしてもらうものです。 

 ２０１６年に２０％、これは市民の意見をこの中に入れることになりました。そして、その後こ

れが４０％ということでこの比率が高まりました。というのは、やはり市民がどう思っているのか

が非常に重要だからです。 

 去年の年末に行った分析ですけれども、まだこの正式の報告書は出されていない最新の数字です。

２０１６から２０１８年ですが、275の都市について評価しました。２０１６年は220でした。２年

たったわけですけれども、58.03点から68.18点に全ての都市で10点以上高まっていることがわかり

ます。これは定量的な数字です。 

 こちらですが、先ほどの住民の意見なども反映されたものです。これらの都市ですけれども、非

常に発展を遂げていることがわかります。また２０１６年ですが、まだスマートシティとしての準

備期間にあったことがわかります。しかしながら、その後ですけれども、現在はこの86ですとか書

かれていますけれども、やはり成長期に入ったところが多いということになります。そして、この

85点を超えるとそれが非常に成長の段階にある、発展の段階にあるということを言うことができる

のですが、２０１６年にはまだそういった都市が少なかったわけです。そしてまた、この幾つかの

指標について対比をしてみたものですが、２０１６年と２０１８年を比べますと、やはり非常に発

展しているということがわかります。しかしながら、一部の指標についてはまだまだ発展の余地が

あることがわかります。 

 そして、その次ですが、いろいろな発展の環境がスマートシティにも提供されています。そして、

90％でスマートシティの統一管理のメカニズムができているということがわかります。そして、こ

の３つの管理のメカニズムということで、こちらはうまくいっていることがわかります。管理の面、
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また調整の面などで非常によい条件ができていることがわかります。また、この地域ごとの差、や

はり中国は非常に広いので東西南北の地域に分けて考えています。東部の沿海地域ですが、全体的

には非常に高いことがわかります。それに続くのが中部、それから西部、東北ということになりま

す。このようなアンバランスな発展の問題を解決していかなければなりません。この四大ブロック

ですが、８つの面から分析をしてみました。やはり差があることがわかります。この地域、また分

野によって違うことがわかります。この４つの分野においてなのですけれども、このＬ５というと

ころを見てください。情報資源ですけれども、ここは一番いいところと悪いところの差が一番大き

いことがわかります。これにより、情報デジタルデバイドなどを解決しなければならないことがわ

かります。 

 また、この都市ごとにランキングをつけているわけですが、やはり東部と中部が86％を占めてい

ます。これは都市群ということでありますので、やはり都市群のあるところではこれらが非常にう

まくいっていることがわかります。幾つかの例えば長江デルタですか、珠江デルタ、また広東、香

港、マカオなど、いろいろな都市群があるわけです。こういったところを見ますと、やはりこの長

江デルタ都市群ですけれども、86点以上ということになっています。ここからわかりますように、

それぞれ異なる地域において、これらの都市群が互いに影響し合う、その役割というものが高いこ

とがわかります。また人口、ＧＤＰ、財政収入、また都市化率などなど、そういったものからおも

しろいこの結果が出ています。関連性があるものもあります。人口が多いところ、それからまた、

50万、100万というふうに考えますと、いろいろなこのスマート化との関連性があるわけです。やは

り資源が集中しており、この情報化のレベルが高いというところにおいては非常に効果的に行われ

ていることがわかります。また、若い人たちの人口がどのくらいいるかということ、やはり若い人

たちが多いところなのですけれども、うまくいっているのですが、例えば東北地方などですと若い

人たちが外に出てしまっているということで余りうまくいっていないというような、このような関

連性があります。 

 また、40％を市民の満足度というところに充てているわけですが、それぞれの都市での満足度が

どうであるかを見ることができます。医療の問題、健康の問題、コミュニティーの問題、駐車の問

題、公共交通の情報、公共Ｗｉ－Ｆｉのサービスなどなど、いろいろなものがあります。２０１６

年と２０１８年を比べると60点ぐらいから70数点へと上昇しています。ここ数年ですが、市民の人

たちがやはりこのような達成感、満足度が高まっていることがわかります。 

 そして満足度から見てみますと、２０１６年は東部の地域、この青いところ、やはりここがほぼ

たくさんの部分を占めていました。しかしながら２０１８年になりますと、やはりこのほかの地域

も急速に発展していることがわかります。このスマートシティに対する認知度というのが、今まで

は発展している地域の認知度が高かったのですが、今は内陸の地域でも認知度が高まっていること

がわかります。例えば長沙、チャンシャーというところでもスマートシティの建築を行っています

けれども、中部、東北などでふえていることがわかります。東部はもちろんリードしているわけで

すけれども、今発展のスピードということではほかに及ばない状態になっています。そしてまた、

２０１８年と２０１６年を比べますと、やはり多くの面で進歩していることがわかります。やはり

非常に重要な経済を推進するための役割を果たしていることがわかります。 

 次は、中国のスマートシティを推進するモデルを見てみます。 

 私の解説です。中国のスマートシティを行う経験はあります。幾つかの特徴があります。一つ技

術の応用について、過去の孤立したものから融合した形へと転換しました。過去に計算するものは



- 39 - 

計算で、ソフトはソフトで、セキュリティーはセキュリティーでそれぞれ分離しています。しかし、

今こういった技術の融合、総合的な運用が行われています。 

 例えば、ビッグデータ、ＧＩＳ、人工知能、ＩｏＴなどの技術がそれぞれ融合されています。統

合させてから使用しています。そういうアルゴリズムなどを高めるようにしています。技術の融合

が進みました。習近平主席の話をすると、技術の融合を進めています。インテグレーションです。

こうして統一した枠組みが形成されています。従来だと、一つ一つの技術が独立しています。今は

クラウド、そういう技術の枠組みが形成されています。 

 こちらは深圳のためにつくったものです。こうしてデジタルの基盤がつくられています。また、

技術のイノベーションなどを通じてアジャイルのイノベーションが実現されています。 

 ２つ目の特徴として、サービスモデルから転換をしています。従来、市民にたくさんのサービス

を提供する必要があります。従来だと、政府、また関連の機関からサービスを提供しています。情

報サービスシステムをつくっています。供給サイドを中心としたものです。このシステムをつくっ

て、受け身的に住民がこれを受け入れることになっています。Ｃ２Ｍのようなものです。マニュフ

ァクトリーの考え方です。スマートシティは人々のニーズから個性的なサービスを提供されること

になっています。その中でデータがとりわけ重要になってきます。中国の場合、とても重要な力と

なっていますのは、インターネットプラス行政サービス、例えば、会わなくても許認可を行うこと

ができます。つまり、インターネットでワンストップのサービスを行うことができます。人々は窓

口に行かなくてもワンストップで全てのサービスを行うことができます。一つの整理番号で、一つ

の窓口で、ワンストップで総合的な手続を行うことができます。一つのインターネットで異なる政

府の省庁に行かなくてもアクセスしなくても行うことができます。一回で全て済ませることができ

ます。つまり指先で全ての行政サービスを終えることができます。顔を合わせることもなく全ての

手続を完了することが可能です。その背後に、フロントでもっと住民の利便性を高めるようにして

います。またバックオフィスでそういった技術の融合、システムの統合を通じてサービスのモデル

の転換を図るということです。スマートシティという新しいプラットフォームができてから我々の

サービスのモデルも変わりました。市民へのサービスは今までベストを尽くすという形ですが、今

は至るところを至れり尽くせりのサービスができるようになりました。中国の多くのスマートシテ

ィの計画の中でヘルスケアのシステム、人々の生活にかかわるシステムにおいて、全て地域にまた

がる、また省庁にまたがるシステムの融合が進んでいます。例えば黒竜江省出身の私ですが、異な

る省でデータを共有することができます。給与のデータ、また保健、医療の給付、決済、全て地域

にまたがって行われることとなっています。ガバナンスのモデルも変わりました。伝統的なガバナ

ンスのあり方からデジタル時代に合わせて科学的なものとなっています。習近平主席は、かつてス

マートシティにおいて非常に精度が求められます。正確なガバナンスが必要です。伝統のモデルか

ら一体化した政府、サービス型の政府となっています。今、中国のスマートシティにおいてこのよ

うな応用が多数見られています。例えば北京市の政府は、数州で、副都心でこのようなコックピッ

トの応用が行われています。データを集めるようにして今後の政策設定のためにこのような全ての

統合が行われています。過去のような分散システムではなくなりました。スマートシティの理念を

導入し、データの融合を推進しています。管理のモデルを変えています。産業など全般にわたって

こういった融合が進んでいます。政策の決定をサポートしています。 

 張家港で行っているシステムです。連動を実現しました。一つの都市の重要なシステムを全て融

合、統合を進めています。異なるガバナンスモデルを統合させました。例えば大きなシキセンター



- 40 - 

があります。このような正確なデータによってサポートされているため、都市の管理方式も粗放型

から精確型へと転換を実現しました。また、支える産業も伝統的な産業からデジタルエコノミーへ

と転換を図っています。これはとても重要な移管となっています。スマートシティづくりを進める

上で産業のグレードアップを支えていかなければなりません。ビッグデータを通じて産業について

分析を行います。また、立ちおくれた生産能力の判断を行い、新興産業の計画を行い、景気の分析

もあわせて行わなければなりません。データを通じて収集を行い、分析を行い、予測を行います。

リスクの管理を行うことができます。スマートシティの場合、デジタルエコノミーと異なる側面を

あらわしています。デジタルの産業化、産業のデジタル化などを通じて相関性を生み出し、新しい

業態、新しいメカニズムを形成していきます。伝統な産業の能力を強化することができます。産業

のデジタル化というのは第１次産業、第２次産業、第３次産業、全て製造も農業も科学もいずれも

ＩｏＴなどを通じて、ビッグデータを通じて、ブロックチェーンを通じてデジタル化を進めていく

ことができます。そのために経済に役立っています。過去のこの安定した状態から敏捷型の状態へ

と転換をしています。例えば自転車です。今はスマホでクリックをするだけで使えるようになって

います。タクシーですが、これまでの形と変わって携帯で、スマホで予約することができます。そ

れぞれ分散したシステムを完全にフルタイム、フルプロセスの機敏性の富むシステムに変わりまし

た。モバイル決済もこのような中の一環となっています。非常に簡単にウィーチャットとかアリペ

イの決済などで行うことができます。スマホ一つでこのようなシステムを構築することができます。 

 こちらは深圳の竜崗区のシステムです。全てのデータの工業のデータ、人口のデータ、計画のデ

ータ、いずれもこのシステムの中で都市のブレーンと言われるところで示されています。リアルタ

イムに管理をサポートしています。このような抽出ができてから都市全体を把握できるようになり

ました。この流行の計画も２０１３年、我々のチームが行いました。その後、ファーウェイが具体

的なシステムを建設しました。 

 結論として、スマートシティは小さなシステムではありません。大きな空母のようなものです。

これまでの電子政府というのは小さな工場に相当しています。空母の建設について一つ一つのサブ

システムの構築は重要です。しかし、システム間の関係はより重要な関係となります。そのために

いろいろな方法論の論証も行いました。制度のレベルなどについてシームレスな設計を行うことが

できました。 

 こちらは蘇州工業団地のケースです。シンガポール政府と一緒に行いました。２００４年、イン

テリジェントな心臓、インテリジェントの頭脳という概念をそれぞれ打ち出しました。分散したシ

ステムの統合を図りました。産業パークをサポートしています。蘇州の団地のために、このスマー

ト頭脳をつくりました。既存のリソースを統合させ、断片的なものから体系的なものにしました。

ニムの駆動からデジタル駆動に転換しました。こうして特許もとりました。オペレーションシステ

ムについて特許を申請しました。コンピューターにはマイクロソフトなどのシステムがあります。

スマートシティにもこのようなオペレーションシステムがあります。こうしてトップレベルデザイ

ンへの方向転換を実現しました。 

 さらに、このスマートシティのコアというのは運営システムです。運営システムというのは情報

化サービスのシステムです。そのために財政のモデル、運営のモデルをそれぞれチェックしました

ＢＯＴ、ＰＰＰなどのモデルなど、いろいろな模索が行われています。互いのモデルの融合も進め

ています。出資側、運営側などの組み合わせはたくさんあります。これは今中国のスマートシティ

が著しい発展の中において、この運用モデルも積極的に模索されています。今後の中国の新型スマ
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ートシティの建設についてどんなチャンスがあるのでしょうか。協力のチャンスについて見てみま

す。 

 中国は、今スマートシティ建設の最も多い国であります。幾つかのデータがあります。投資規模

から見ますと、２０１７年までスマートシティの計画、投資、計画の根拠のあるのは3,200億人民元

相当です。発展改革委員会などが推進するスマートシティは590以上もあります。また、デロイトの

統計によりますと、スマートシティのテストについて既に500以上に達しました。テスト都市は500

以上を超えました。世界には大体1,000ぐらいです。中国は半分を占めている規模です。大きな市場

となっています。 

 こちらはＩＤＣの統計です。平成２３年まで世界のスマートシティの投資は1,894億ドルに達しま

す。中国はそのうちの390億ドルに達しています。つまり2,000億人民元規模です。それぞれの統計

の基準は異なります。もっと大きな統計も出ています。計画から既に根拠のある案件だけを統計し

ました。もちろんいろいろな統計の基準によって結果が異なります。日本の友人に対してこういう

ことが言えます。中国のスマートシティは新しい技術、新しい理念の試験場となっています。中国

には都市が多い、人口が多い、インターネットの規模も大きいということで、中国のモバイルイン

ターネットのイノベーションは世界的にトップクラスとなっています。アリババ、テンセントに代

表されるようなモバイル決済、あるいはいろいろな分野では既に先頭に立っています。これは重要

な分野ということは言うまでもありません。日本の企業、日本の業界と協力を望んでいます。とも

に都市化の発展を進めていきたいと考えています。 

 今後の市場について見てみます。関連の機関はこのようなものをつくりました。 

 まず、スマートシティはまだ発展の最中にあります。トップデザインなどを見ることができます。

この緑の丸は、現在案件の最も多い分野です。例えば中国の70以上の計画を私みずから担当してい

ます。またＩＯＣの建設を進めています。電子政府、電子ビッグデータ、交通、緊急対策などにつ

いてさまざまな試みが行われています。この成長のスピードは非常に速いです。中国のスマートシ

ティを見る上で重要な根拠となっています。また、実現のモデルから見ますと、スマートシティの

建設はイノベーションが行われています。過去には政府が主導していました。今は政府が企業と協

力を行い、このような戦略的なモデルを形成しています。政府が計画、旗印を掲げ、主な建設、運

営は企業が担当しています。具体的なモデルがそれぞれあります。日本企業も、もしよい経験があ

ればぜひこのようなモデルを一緒に共有していきたいと思っています。 

 既にある国家基準です。スマートシティについて国家標準ができています。システムの角度から

またハード、また安全のセキュリティーの分野で体系的な標準的な体系ができています。技術、ま

た標準もかなり進んでいます。国際社会とも交流を進めています。ＩＳＯなどと緊密な交流のメカ

ニズムを持っています。 

 こちらはスマートシティの産業の体系図です。主要な企業をここで探すことができます。例えば、

一番下はトップデザインです。上は応用のレアです。それぞれその間に計算や応用などのレアがあ

ります。中国のスマートシティの著名企業が入っています。チャイナモバイル、ファーウェイ、テ

ンセント、アリババなどいずれも入っています。ここに私たちの研究センターが入っています。統

計によりますと、国家情報センターもこのスマートシティのトップデザインにおいて重要な役割を

果たしています。皆様も私たちと協力をすることが可能です。皆さんはそれぞれ自分の企業はどこ

のレイヤーにあるかに合わせてパートナーを探すことができます。 

 協力のモデルについてです。スマートシティは幾つかの産業形態を形成しています。一つはＩＴ
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の会社です。情報化のソリューションのベンダーとなっています。もう一つは、このオペレーショ

ンプロバイダーです。いろいろな、例えばチャイナモバイルなどのような会社です。さらにアリバ

バ、テンセントのようなビッグデータの会社も参入しています。それぞれの強みがあります。それ

ぞれの異なる協力分野にあります。例えば、ＩＴ会社と協力する、それともＣＴの会社、どういう

会社にもそれぞれのプラットフォームがあります。ＩＴの会社の場合、それぞれの業界についての

理解が深いです。ＣＴの会社はパイプのほうに詳しいです。今後の協力の働くフォームとなってい

ます。国際的に見ますと、日本企業はどのように入るのかということですが、幾つかのモデルがあ

ります。外国の企業は直接にかかわることはまだ少ないです。しかし、コンサルティング、研究、

サプライチェーンのサポート、技術イノベーション、投資などについて、例えばマイクロソフト、

インテルなど、それぞれの市場があります。それぞれ活躍しています。また、スマートシティの発

展に伴い、スーパーシティなどの理念、マイクロソフトの都市についてのアルゴリズムなど、重要

な計画理念、建設理念、投資、インキュベーションなど、中国にとって極めて重要、必要となって

います。そのためにサプライチェーンの指示、協力の角度、あるいは理念のイノベーションなど、

４つの方面から中国のスマートシティにかかわることができます。日本の企業と一緒に協力する可

能性があります。中国のスマートシティにおいて重要な都市も生まれています。例えば、先ほど言

ったＩＴ、ＩＣＴの会社、それぞれ影響力を行使しています。ソフト、ハード、データ、セキュリ

ティーについてそれぞれの特徴があります。自分に合ったパートナーを探すことができます。 

 今後の前途についての展望ですが、中国のスマートシティは大きな市場となっています。現在、

100万以上の人口の都市は、２０３０年までになりますと都市の規模、また1,000万級の都市がさら

にふえると見ています。中国の都市化の進展から見ますと、スマートシティのサポートについて今

後100億規模の市場となっています。オペレーションについて1,000億規模の市場です。また、スマ

ートシティ実態は兆レベルの市場となっています。人々の将来の生活を支える上で、この赤い色の

部分も大きな市場となっています。中国のスマートシティはデジタルエコノミーの大きな市場とな

っています。中国の都市化は大きなニーズがあるということを申し上げました。また技術のサプラ

イ、特にブロックチェーン技術について、１０月２４日、習主席はこのブロックチェーンの技術と

ビッグデータの技術、人工知能の技術、スマートシティと融合させて応用を進めるということがあ

りました。中日両国の企業家、学術界も一緒に手を携えて、この部分について大きな発展をする可

能性があります。今後の都市の転換に伴い、都市の形態、都市のタイプ、都市のグレードアップ、

都市の技術競争手段について協力を行うことができます。例えば、人々によりよい生活の体験、仕

事の体験、都市の魅力を高めるなどについて協力する可能性があります。また、工業都市から産業

のコネクティビティを通じて都市の品質が向上することが可能です。異なる産業はスマートシティ

においてグレードアップを図ることができます。雄安新区などについても新しい業態があります。

自動運転、ＩｏＴ、５Ｇ、ＡＲ・ＶＲ、新しい小売、新しい物流、新しい科学技術、いずれも盛ん

な発展を遂げています。この分野について協力することが可能です。スマートシティはまだ道のり

が長いです。開発のサイクルも長いです。計画、建設、産業の発展、オペレーションまで、非常に

多くの建設分野があります。さらに研究を進める必要があります。中国の中でもスマートシティ運

営業者の概念があります。今後、スマートシティのサービスプロバイダも生まれてくるでしょう。

そのために産業チャンスがたくさんあります。今後、アリババ、テンセントとのかわりになるよう

な会社も出てくるでしょう。都市のスマートシティの運営業者がたくさん生まれてくるでしょう。

日本の経験も我々にとって大変示唆に富む内容となっています。政府、企業、社会資本、研究機関、
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また住民がそれぞれここで連動するメカニズムを模索することが可能です。今後の中国の発展につ

いて政府が主導することから、政府と社会、パブリック・プライベート・パートナーシップを形成

し、より開かれたデータ、開かれたプラットフォームを持って、開かれたスマートシティを構築し

ます。 

 以上、私の紹介とさせていただきます。不適切な部分についてご指摘ください。 

 

（杉田）ありがとうございました。 

 非常に幅広くスマートシティの概念、新型スマートシティとおっしゃっていますので、やはり過

去の曹妃甸のときと違うかなという感じがしました。一つ、シンガポールとの蘇州の話が出てまい

りましたが、そういうのもベースになって進化形としてニューエコノミーのプラットフォーマーで

あるテンセントとか、あるいはアリババとか、こういった人たちが、また新しいサービスプロバイ

ダとしての役割を果たし、それが地方政府と官民連携して、新しいモデルを展開されているという

感じがしました。 

 それから、今日の最初のご挨拶の中の林念修副主任からも、この新型スマートシティについての

日中協力の呼びかけがございました。先ほど、单様からもぜひ日中で協力し、日本の企業もビジネ

スチャンスがあるというご指摘もいただきました。この中身について、もう少しまた議論をさせて

いただきたいと思います。 

 それでは続きまして、单様のプレゼンに対応する形で、日本側からお２人にコメントいただきま

す。 

 まず１人目は、日建設計総合研究所、山村真司様よりコメントいただきます。 

 それでは、山村様よろしくお願いします。 

 

（山村）すばらしいプレゼンありがとうございました。私十数年にわたって中国でのプロジェクト、

いわゆるまちづくり、あるいは建築設計というところでかかわらせていただいておりまして、特に

この十年来の国のスマートシティに限らず、その前段階での都市のインフラに係る、あるいは都市

開発に関する非常に急速な法制度の整備というのを目の当たりにさせていただいておりまして、大

変驚いておりつつ、なかなか現時点で中国での都市開発、スマートシティのご提案をする際にどう

追いついたらいいのか、あるいは中国で既におやりになってやっていることのさらに上をどう提案

すればいいのかというような状況に今なっているところで、ますます日本のノウハウというものが

よりうまく生かされるときになってきていると思っております。 

 今回、さまざまな国の法的な整備、あるいは実証的な開発をおやりになっていらっしゃると思い

ますが、先ほどスマートシティに関してニュースマートシティというお言葉がございましたけれど

も、これに関するいわゆる定義というのでしょうか、そういったものがもし今、私が知る限りでは

まだご検討の段階だと思っています、こういった定義化をするようなことをどうお考えなのかとい

うことを一つお伺いしたいと。その背景は、ヨーロッパについては、イギリス発で今ＥＵのほうで、

定義ではありませんが、定義に近い考え方の整理というのがあります。一方で、国際的なＩＳＯの

ほうで、これ経産省さんのほうも 関わられていると思いますが、いわゆるスマートシティ、スマ

ートインフラのＩＳＯ化というものを進められています。さまざまワーキングがあって、日本のメ

ーカーさん、あるいは世界的に中国も入っていらっしゃると思いますが、そういった動きがある中

で、国の統一的な方向性というものをより具体にお出しになるようなところがおありなのかどうか
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というところを一つお聞かせいただきたいというところ。 

 それからもう一点、実際の現場で実現化をしている立場としてお伺いしたいのは、スマートシテ

ィというのはそもそも総合的なものでございますけれども、中国の中でもその中央政府、地方政府

の中でいろいろな部局、省庁がイニシアチブをとっていらっしゃって、なかなか私も個人的にどこ

にご相談に行ったらいいだろうというのでとても悩みます。そういった中で、基本的には多分それ

ぞれの省庁さん、あるいは発展改革委員会の下部組織の中などでカバーしていらっしゃる中で、そ

のカバーする範疇でのディスカッションだとは思っています。そのあたりを国の政府などの中で、

先ほどの定義化とも関連しますが、方向性として一体化をするようなお考えが今後ありそうなのか

どうなのかというところをお伺いしたい。これは背景が、今日本のほうは２０１０年の経済産業省

さんのスマートコミュニティ、スマートシティの補助金のプロジェクトが始まって、総務省さん系

のＩｏＴ、ビッグデータというスマートシティのプロジェクトが進捗しており、国土交通省さんの

ほうが昨年ですか、２０１８年からスマートシティということに対して取り組みをご発表されてい

て、今３つの省庁で同時に進めているというところがございます。先ほどちょっとスーパーシティ

というお話がありましたけれども、ばらばらではなく、やはり体系的にというような動きがあるや

というふうにも聞いております。そういう意味で、中国の中でも大きなストリームとして、国のそ

れぞれの部署がどういった方向でまとまっていくように今後おやりなのかどうなのかというところ

もご示唆いただければありがたいと思います。 

 以上でございます。 

 

（杉田）それでは、続けて周様からもコメントをいただいて、合わせて单様のほうからご回答をい

ただくということにしたいと思います。 

 それでは、富士通の周様、お願いいたします。 

 

（周）尊敬する单様、ご紹介いただきました富士通の周です。私は仕事の関係でスマートシティ、

特にスマートシティの標準化及びその標準化の普及、実施、実証試験に携わって、ある意味では自

分が中国のスマートシティ開発の関係が大体わかっていると思っていましたけれども、今日は单様

の話を聞いて、完全に私の考え方が一新して、やっぱり中国ではそこまで進んでいるなと実感しま

した。 

 約３年前、関係の方から中国の実証試験で約300あると聞いたことがある、当時の私は半信半疑で

すけれども、きょうの話で500プラスですね。これはかなりの規模ということで、まずは今日の話の

内容もいろいろ実際の内容もあるし、数のほうも多いということで、やっぱり中国ではかなり進ん

でいるかなと思います。 

 きょうのタイトルですが、デジタル時代のスマートシティ建設」、これが今日のテーマですね。

あとサブタイトルとしては「日中スマートシティ開発協業と国際標準化」。協業ということはきょ

うのシンポジウムの一つのテーマ、もう一つは標準化で私は個人的にはこれは携わっていることか

ら、ぜひこの機会をかりて紹介して、何か参考になればと思います。 

 まずは日中スマートシティ開発の比較です。なぜ比較するかというと、やっぱり相違点とギャッ

プ、いわゆる違うところがわかればどういうところで一緒にやっていくかということはある程度わ

かるから、それで私の理解と单様の資料に基づいてまとめたものですね。一つはスマートシティ建

設が始まった年代、大体その感じだと思いますけれども、日本では２０１０年ですね。その根拠は
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経産省で次世代エネルギー・社会システム実証試験、いわゆる我々が普通言っている４大実証試験、

それが発端だと私は思います。スタートはスマートグリッド分野ですけれども、その拡張としてス

マートシティに進んできました。中国で今の政府の文書の記載によると２０１３年ですけれども、

実際にＩＢＭが「スマート地球」というコンセプトを２００９年に訴えています。中国でもいろい

ろ実際には展開しているので、ある意味で時期的には大体同じじゃないかなと思います。これ言っ

ていることは考え方だけじゃなくて、実際にいろいろとアクションをとっているという意味です。 

 あと、スマートシティへの政府の政策誘導ですね。日本は内閣府と、さっき言っている各省庁。

内閣府からいろいろ方針をつくって各省庁が自分の特徴を出していろいろやっていますけれども、

中国では発展改革委員会、それが音頭をとって全体を統合して、各省庁、各地方政府がいろいろ実

証しているところです。特に、日本も同じように、やっぱり中国も同じだと思いますけれども、縦

割りの社会もある程度あるから、各省庁でどういうふうに協調していくかで、中国では「スマート

シティ総体協調局」というトップの組織がある。それが中国の各省庁が集まって一緒に議論してい

る。要するに中国ではトップデザインのほう、政策のほうはやはり発展改革委員会がやって、各省

庁がそれぞれ実施しているという形と考えて宜しいとは思います。また、さっきも議論がありまし

たスマートシティの定義ですね。私個人的な認識としては、日本でも中国でも国際的にもまだない

です。私が携わっている国際標準組織で丸ごと２日間議論したことがあります。国際エキスパート、

特に欧米の方が議論好きだから、２日間議論してもなかなか落ちつかない、どうするかで、じゃま

ずこれを放っておいて実際に何をやるべきかを議論しましょう、ということになりました。多分今

スマートシティについての定義そのものを探すと、多分10人聞いたら10の答え、あるいは10人聞い

たら20の答えが来るかもしれません。まだ定義がちゃんとしていないところでやるべきことをやっ

てみるのも一つの方法かなと思います。 

 あとはスマートシティの将来像ですね。日本は今そんな形で整理して、流れとしてはSociety1.0

狩猟社会の、2.0農耕社会、3.0工業社会、4.0情報社会、Society5.0は新たな社会、あるいは我々が

普通言っているスーパーシティという形になっています。中国ではもっと大きな粒度で整理して大

体同じだと思いますね。いわゆる農耕文明、工業文明、スマート都市化。さっきの資料を読むとベ

クトルとしては大体同じような話だと思います。 

 あと、スマートシティ関連技術、これはいろいろ資料を読んで私個人的な考えも入っていますけ

ど、日本の場合はＩｏＴ、ＡＩ、ロボット、特に社会課題を解決、イノベーションが主であり、中

国でＭＥＭＳ、スマートセンサ、ＩｏＴ、５Ｇ、ＡＩ、クラウド、ビッグデータ、その辺にもう少

し重点を置いていのかなと思います。 

 実証試験の数ですけれども、中国ではっきり数は出して500プラスということですが、日本は一体

どのくらいあるか、なかなかわからないですね。多分数十個ぐらいあるのではないかなと思います。

これも定義によって違いますけれども。ただし、国の広さと人口比ですると、そんなに差がないか

もしれないですけれども。 

 もう一つ非常に重要なところは、スマートシティ評価指標ですね。私が知っている限りでは、日

本では統一な指標がまだないです。スマートシティについてはどういうふうに評価するか。きょう、

单さんのプレゼンの中には、かなりの時間をかけて「新型スマートシティ評価指標体系」というこ

とを詳しく説明しました。それも私は約３年前かな、この評価指標体系に関する結構分厚いこの紹

介の本も買っていろいろ勉強しまして、感想としては、しっかりつくっているとは思います。その

中に一級指標、しかもその指標の名称、計算方法、各指標を計算するとデータの要件をはっきり定
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義しているので、そのような形で定義しているということは、やっぱり実際にいろいろな実際の経

験によりまとめているかなと思います。 

 もう一つ、スマートシティ開発における問題認識ですね。日本と中国の問題認識が一致している

とは考えているので、一つは技術開発、昔は技術開発が先頭で技術が全てというところで走ってい

ましたけれども、最近だんだん制度設計もうまくいかないともう無理で、ということは両輪で一緒

に走らないと無理という共同認識をもっていると思います。 

 もう一つは、ヒューマンセントリックですね、中国語では「以人为本」とは言います。そういう

意味では、日本と中国で同じベクトルになっています。要するにスマートシティを建設するために、

最終的に市民に利益を与えないと意味がないということで、それも单様のプレゼンの中にはたっぷ

り述べていますので、そういうことは問題認識が一緒になっていると思います。 

 もう一つ、自分の仕事に関係ありますが、スマートシティ標準化の開発の現状です。日本は近年

だんだんその重要性が認識しつつあると思いますが、中国は政府の後押しでこれから多分重点領域

になるかなと個人的に思っています。どうしてかというと２つの理由があって、１つ、スマートシ

ティ自体が中国で今非常に発展しているところと、もう一つは、１週間か２週間前かな、上海での

ＩＥＣの年次総会に年１回の会議で、習近平主席も、「中国政府もこれから国際標準についてかな

り力を入れていく」というメッセージを送りました。２つのキーワード、「スマートシティ」「国

際標準」ということで、今後は多分スマートシティの国際標準化というところでかなり力入れてい

るかなと。今の時点でもかなり力を入れているとは思いますが。 

 私の仕事で若干関係しているところで、国際標準でさっき発表した中にある話で、実際にＩＳＯ

の中ではスマートシティについていろいろ標準を行っているので、ISO/TC268とい組織はスマートシ

ティ全体であり、その下にサブコミッティがあります。そのサブコミッティ（ＳＣ１）の中にスマ

ートコミュニティインフラストラクチャーというところがあって、幸いにこのＳＣ１自体だけが日

本と中国が非常に仲よくやっています。全てのワーキンググループを見ても、リーダーが日本か中

国か、私がたまたまですけれども、ワーキンググループ１のところで都市インフラの評価指標に関

する規格を作成して、この中のいろいろ日本の各メーカーの協力と、海外エキスパート、特に中国、

アメリカ、ドイツ、いろいろな欧米の方も協力して、私はＰ／Ｌとして最終的に２年前に国際標準

ＩＳＯ ３７１５３という国際標準を開発しました。この国際標準はスマートシティインフラの評

価と改善にする国際標準であり、これはある意味のＩＳＯとして初めてのスマートシティ評価と改

善の国際標準である。今我々はその国際標準についてどういう形で実証試験化を展開しているとこ

ろで頑張っています。さっき話しましてスマートシティ定義がなかなか難しい、なぜ難しいかとい

うことがあり、横を切っても縦を切ってもわけわからなくなる。いろいろレベルがあって、じゃど

うする、どうすれば一番すっきりするかというと、この国際標準では３階層が分けて一つ、基本と

してはコミュニティーにストラクチャーがある、エネルギー、水、交通、廃棄物、ＩＣＴ、その上

にいろいろ施設があり、例えばコマーシャルビルなり、オフィスビルなり、これ要するにコミュニ

ティファシリティである。これを持って最終的に市民へのサービス、すなわち経済なり、健康なり、

教育なりを提供する。特に国際標準をつくるときにオーバーラップしてはだめなので、同じことを

やって２つの標準を公開したらどうするかわからないので、そういうのをはっきり分けて、我々が

コミュニティーのストラクチャー、要するにインフラについてフォーカスしてやれば、その分でほ

かのところでオーバーラップはしないということになる、我々もこのような形の定義で世界初のＩ

ＳＯの国際標準を策定しました。 
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 次は、こうした標準で、時間の関係で余り詳しくは説明ができませんけど、要するに真ん中にス

マートシティがありますが、これもスマートシティに当然インフラがあります。そのインフラを評

価するためにはどんな形で評価すればいいかで５段階評価にします。それはもともと国際標準のマ

チュリティモデルというものがあって、それをベースとして開発しています。例えば初期段階、真

ん中だったら満足、一番上だったら持続的発展と最適化。でも、実際に評価するときにはよしあし

としてのパフォーマンス指標、およびそのよしあしをずっとサポートするために、あるいはレベル

を上げるためのプロセス指標、実際にインフラがいろいろあって自分さえよければいいということ

ではなく、エネルギーをやるときで交通も関係するかもしれませんけれども、その辺のインターオ

ペラビリティも考えなければいけない必要があり、インターオペラビリティ指標の三つのタイプの

指標についての要求要件を定義しています。その３つの指標タイプ、すなわち「パフォーマンス」、

「プロセス」、「インターオペラビリティ」を考えて５段階により評価して、最終的に国際標準を

作成しています。詳細はもっと詳しくありますけれども、一目でわかるという形でこのような形で

定義しています。この国際標準が、今我々のスマートシティインフラの現状はどこにあるか、将来

どこに行きたいか、どのように行くべきかをまとめて評価・改善の方策をガイドライン的に定義し

ています。どんな形で行くかで実際に例えばＰＤＣＡサイクルを改善していくということも一つで

す。まとめていうと、国際標準は基本的に２つの柱ですね。１つの評価はかかっている成熟モデル、

もう一つは改善、成熟度維持の改善のためのＰＤＣＡサイクルという形で国際標準は成り立ってい

ます。 

 次のページは、ちょっと内容、時間の関係で詳しく話せませんが、実際に我々が一つのものを評

価するためにいろいろ視点があります。しかし、スマートシティインフラでバランスをとった視点

じゃないと余りよくありません。そういう意味では、まずは住民の視点、すなわちヒューマンセン

トリック、もう一つは地域運営者の視点です。住民にたっぷりサービスをして、実際に都市運営者

が24時間でも足りなくて実施しないといけないことになると、これでは余りよくありません。しか

し、この住民と運用者両方がよくても、実際に環境が保てないと、それも余りよくありません。持

続的発展のためには、住民・運用者・環境の３つの視点、と実際の14のニーズですね。一番右側が

実際の本当に評価するときで、どんなメトリクス、インディケーター、あるいは我々が普段言って

いるＫＰＩですが、これが单様がさっき言っていました中国の評価指標と同じものが枠としてはそ

んな形になっていると思います。 

 この国際標準では、今どんな段階だというと、一つは、国際標準組織ＩＳＯとしては実証試験構

想で第一ステージは、中国の５つの都市、ヨーロッパは３つの都市、アメリカは１都市、日本１都

市、今現状としては中国で３つの都市を展開しているところです。ヨーロッパはドイツと、あとは

ケンブリッジ市ですね。アメリカはまだありませんが、日本は一つの都市、川崎市です。これを別

として、我々独自の進め方でインドネシアのブカシ、ジャカルタの特別州、ベトナムのダナン市な

どといろいろ実証試験をしているところで、もちろんそれは我々自分の力が足りなくて、経済産業

省、総務省、環境省、日本規格協会、ＪＳＣＡなどなどいろいろとサポートを受けて実施している

ところです。今、まだいろいろ展開しているところです。 

 時間の関係でちょっと少し早めていきます。また、せっかくの機会ですから、まずは富士通も少

し紹介させていただきます。 

 富士通は日本の方がみんな知っていると思いますけれども、单様が知っているかわかりません。

いつも実家へ帰ると自分の親に「僕の会社は富士通ですよ」と言ったら、「ああ、そうですか。ク
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ーラーを作っている会社ですね」と言われ、やっぱり富士通という会社は、 中国では、知名度が

まだ低いです。実際に富士通は、特に今日のテーマであるデジタル時代のスマートシティの正にデ

ジタルという会社と考えて良いです。 

 次のページは、会社の概要です。人、物、金というものです。ただし、今年から社長がかわり、

経営方針とかもいろいろ変わりまして、実際にいろいろ新しいチャレンジが入っています。例えば

富士通はどんな会社かというと、我々常に誇りを持って考えていますのが、責任ある世界企業とし

て動いているということで、特に責任ある会社ということ、サステナビリティーを解決する。ソリ

ューションを提供する。ということで、こちらに記載している グローバルレスポンシビリティー

のビジネスを展開です。故に、我々は普通、ビジネスを考えるとき、結局このビジネスはお客さん

にどんなメリットが与えられるか、メリットがなければビジネスには成り立たないということで、

いつもこう言う事を会社は考えています。 

 次のページは、富士通の製品とサービスですが、これはちょっと古い資料です。新しい社長は時

田ですが、今後は経営方針を５つの分野に集中して投資していこうということで、この５つの分野

だけをリストアップしまいた。 

 １つはコンピューティングです。もう一つはＡＩ、あと５Ｇ、サイバーセキュリティ、クラウド、

データ、ＩｏＴということは全てのキーワードで、ある意味では今日のデジタル時代のスマートシ

ティ、要するにスマートシティ建設をサポートするための全てのＩＴＣ分野が入っていると思いま

す。当然その分野で、機会があれば中国でも展開していきたいです。 

先ほど言いましたが、中国ではスマートシティを展開している都市は500以上があって、個人の考

え方ですけれども、数が多いか少ないか別の話として、中国のやり方もいろいろあって、その中の

成功例を吸い上げて横展開するという方法も、我々が参考にできる一つのやり方かなと思います。 

 

（杉田）どうもありがとうございました。 

 周様のほうからは、質問というわけでなく、日本での国際標準での取り組みのお話がありました。

まず山村様からコメントどうぞ。 

 

（山村）今の周さんのスマートシティの定義のご質問とご意見ですが、私がお伺いしようとしたス

マートシティの定義に関するご質問と実は概念が違うので、ちょっと簡単に七、八分で私どものこ

とをご説明させていただいてよろしいでしょうか。先ほどしませんでしたものですから。 

 私ども、設計事務所を設立して100年でございまして、中国でも１９７０年以来、たくさんのプロ

ジェクトをやらせていただいています。そういう意味でまちづくりの単位は建築づくりで、どうア

ッセンブルするかということが基本になりますが、都市の多様な情報や状況がニーズや課題となっ

てきます。基本的に私どもは建築設計、街区計画が専業なのでそのようなニーズがベースになりま

す。ニーズをベースに建築設計やまちづくりをするということではありません。そういう意味でス

マートシティというのは非常にインフラと都市空間のあり方をどういうふうにするかというところ

でやらせていただいていますが、特に都市の課題を大きくクオリティーオブライフ（QOL）とロード

リダクション（負荷削減）の２種類でもって、いわゆるＶ／Ｌを同時に最大化すると、先ほど单先

生のいろいろご説明あったようなものをこの中でニーズとしてくみ上げて、それをどういう形でつ

くるかという、仮説をつくるというようなことをさせていただいております。そういう意味で先ほ

どスマートシティに関する定義化をどういうふうに中国が、お考えかというふうにお伺いしたのは、
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ライフスタイルとか、快適性とか安全・安心、そういったクオリティ、バリューのレベルでどうい

った目標、ＫＰＩというものをこれからお考えになるのか、こういったニーズを実現するために、

先ほどのＩＳＯ化というインフラというシーズが入ってくるという位置づけだと思いますので、そ

この関連性を中国のほうでどういうふうにお考えかというのをぜひお伺いできればというところで

ございます。 

 ちなみに、先ほどアリババというお話ございましたけれども、今ちょうど杭州、広州のほうでデ

ベロッパーの不動産開発としてスマートシティをアリババさんと一緒にやっております。ここでも

まさに先ほど单様がおっしゃったニーズをどういうふうに酌み取って、市民の意見をどう反映する

かというところで、私どもは仮説をつくることでそれをどう具体化するかというようなことをお手

伝いして、アリババさんなど、いろんなメーカーさんに具体的なシーズ、技術を入れていただくと

いうようなことをしているところでございます。 

 すみません、ちょっとご質問の補足をさせていただきました。失礼しました。 

 

（杉田）ありがとうございました。 

 私は、聞いていまして、やはり中国の方と日本の方の考え方が違うなというふうに思っています。

やはり日本の場合、どうしても過去のスマートシティを引きずって、インフラがあって、そのサー

ビスというところでの標準化という考え方です。今日の单様のプレゼンの中でも、インフラの部分

も多くありましたが、恐らくサービスをどうするのかという方向に結構軸足が置かれているのかな

という感じがしました。スマートシティのデフィニションをどういうふうに考えているのか、それ

から中国では、実際の現場でプロジェクトを実現化する場合、どのように、どこの部門でこのイニ

シアチブをとっているのかと言うご質問が山村様よりありました。恐らくこの点は、グリーンフィ

ールドで、雄安新区のような新しいプロジェクトをする場合、既存都市の再開発のようなプロジェ

クトでも少し違ってくるのかもしれません。 

 それから、日本は、はっきりいって各省庁がばらばらに動いている感があり、経済産業省でやっ

ていたスマートシティ、総務省やっているビッグデータ、それから、少しおっとり型で出てきた国

交省のスマートシティというのがあります。かような中、中国はどういうふうにして、統一して実

行できるのか是非その秘訣をお聞きしたいと思います。 

 また、標準化の問題では、これはどうしてもやはり国際標準でインフラをどう動かすのかという

感じはしていますが、中国が規定している標準というのはどういうところなのでしょうか。それか

ら、何を標準化にして、どういうふうにして、それをビジネスに繋げていくのかということがポイ

ントだと思います。単に標準を作っても、これを使わなければ意味がないと思っています。どうビ

ジネスに活用するのかというのが、国家戦略として非常に大事な部分であると思っており、そうい

う点についてぜひお話を承りたいです。 

 それから、１点だけ私の質問は、私も杭州とか、深圳を訪問しましたが、テンセントとか、アリ

ババが、それぞれサポートしていますが、あらゆる情報を個々のいわゆる民営企業に渡して、それ

を解析してマネジメントさせていくというのは本当にそれでいいのかです。 

 また、あの杭州とか深圳で行っているやり方が、本当に地方の２級、３級都市でできるのか、そ

ういうプレーヤーが本当にいるのかです。残念ながら日本にはこういうプラットフォーマーがいな

いわけです。申しわけないですが、富士通さんもそんな役目は果たせないし、ＮＥＣさん、ＮＴＴ

さんもできない、どこの企業もみなできません。それでは、ソフトバンクさんができるか、楽天さ
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んができるかと言うのと多分なかなかできないと思います。我々はちょっとジレンマがあるわけで

す。だから、そういう点で、そういうところに日本勢が出ていって、そのパーツ、パーツを行って

も仕方ないのかもしれませんし、本当に日本勢ができる役割があるのかどうかも疑問です。单様の

サジェスチョンを是非いただければと思います。宜しくお願いします。 

 

（单）先ほど、お二方から日本のスマートシティについてのご紹介をいただきました。また質問も

いただきました。感謝しています。私は幾つかの方面から交流を行いたいと思います。 

 １つはスマートシティ、先ほどの新型スマートシティについての理解です。ご存じのようにスマ

ートシティという言葉は、ＩＢＭは２００８年１１月に打ち出されたものです。ＩＢＭのプレジデ

ントがスマートプラネット、スマートな地球という話をしました。スマートエネルギー、スマート

電力、スマートシティ、スマート金融、スマートサプライチェーンなどがあります。スマートシテ

ィというのは２００８年に打ち出されたコンセプトです。今になって既に十数年たちました。それ

の歩みですが、中国にとって言うまでもなく新しいニューコンセプトです。外国から導入された新

しいキーワードです。そのために、中国のスマートシティを理解するには、中国の国情を結びつけ

るという発展の歩みを経てきました。日本も似たような問題があります。どの省庁が主導権を握る

のかということです。中国も当初は発展改革委員会ではなく、都市建設の部門が住宅都市農村部な

ど、当初は恐らく部門のテストからスタートしました。300ぐらいのテストを行いました。工業情報

化部も武漢、深圳のテスト、パイロットを行いました。このほかに消費のテストも行いました。科

学技術もＲ＆Ｔの角度からテストを行いました。今、我が国の科学技術部の研究開発の重点計画の

中にスマートシティのプロジェクトがあります。私もその一員として幾つかのプロジェクトを行っ

てきました。技術プラットフォーム、技術標準、技術の応用の面からスマートシティの発展を推進

することに取り組んでいます。 

 個人的な理解として、今、皆さんがおっしゃったように、スマートシティというのは異なる人が

異なる角度から見ているということです。1,000人のこの読者から1,000人のハムレットとして見て

とれます。このフレミングの問題です。中国とほかの国もスマートシティについて主な異なる点は

３つあります。 

 １つ目は、発展理念が異なります。中国は発展途上国です。そのために経済が急速に発展を遂げ

ています。農業の近代化、産業の近代化、都市化、情報化もいずれも急速な発展を遂げています。

日本は先進国として既に技術インフラ、工業化、産業化が既に終わりました。今はスマート化、イ

ンテリジェント化が進んでいます。発展の理念から見ますと、先進国の注目のポイントは物を本意

としています。技術の使用、ＩｏＴの使用、ビルディング、地下のそういう共同溝、そういうイン

フラ施設のスマート化に重点を置かれています。ＥＵはエコ、低炭素、省エネ、持続可能な理念な

どを重視しています。先進国のスマートシティというのは物を中心として考えています。物のスマ

ート化、インテリジェント化を考えています。ＩｏＴ、クラウド、ビッグデータ、センサーと結び

つけて、このようなインフラのインテリジェント化を考えています。ＩｏＴの技術、クラウドの技

術、ビッグデータの技術の応用を通じて、産業の強み、技術能力は非常に強いです。中国は都市化

のプロセスを終えていません。２０１６年中50％の都市化しか進んでいません。先進国に比べ15％

の格差があります。そのために、現在、都市化率は一体何でしょうか。70％、80％に到達して初め

て先進国になるのかという見方もありますが、中国の都市化のプロセスはまだまだ途上にあります。

そのために人間本位、ヒューマンセントリックについて本当にそのニーズから考える必要がありま
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す。都市化のプロセスにおいて今後10年間のうち２億人、３億人は農村から都市へと移転を終えな

ければなりません。このニーズにより、中国のこのスマートシティ化は人間本位としていかなけれ

ばなりません。日本などの国はインフラのスマート化を進めています。物を中心としています。中

国はヒューマンセントリックとなっています。人間のニーズに合わせて進める必要があります。都

市の管理、サービス、経済の受け皿として都市化のニーズにどのように適応していくのか最大の課

題です。２億人、３億人の都市化のプロセスは世界のどの国も経験したことはありません。大きな

難題です。２億、３億の人口は欧州の半分の人口に等しいです。昨年、浙江省のアリババに行きま

した。杭州に行きました。１年間200万人が失業となっています。リストラされました。一つの支所

で200万人、これはある国では大きな人口です。社会のセキュリティーの問題、安定性の問題など、

いろいろもたらします。しかし、浙江省は安定的にこの問題を解消しました。新しい雇用のポスト

を提供したり、都市に移転した農民が再びふるさとに戻って起業したり、などの解決方法がありま

した。中国の国情から農業近代化もまだ実現されていません。競争力もまだまだありません。工業

化も沿海都市こそ少し発展したものの、中部都市など全然できていません。ドイツのインダストリ

ー4.0に比べて中国の一番高いレベルでもインダストリー3.0ぐらいのレベルです。多くの産業は1.0、

2.0のレベルにあります。情報化についても貿易摩擦、中米の貿易戦争からも我々の脆弱の部分がわ

かります。チップ、半導体チップ、また革新的な技術、ＯＳなどが非常に脆弱になっています。も

ちろん応用の面では中国は進んでいますが、しかし基礎技術、チップ技術、オペレーションシステ

ム、ＯＳ、ｎａｎｏ、あるいはコンピューティングシステムなどについて実習的なブランドもあり

ません。情報化についても脆弱性が残っています。グレードアップをする必要があります。中国は

このような国情から新しい都市化に適応するニーズが生まれています。中国は４つの近代化を進め

ようとしています。この４つの近代化、いずれも到達していないために必要ですから、やはりこの

人のニーズをまずは考えなければならないということです。これはただ単にスローガンということ

ではなく実際のニーズに基づくということであります。ですから、まず１つ目はこの発展の理念が

違う、これは国情が違うことによるものである。また、現実に直面している問題が違うことによる

ものであるということです。技術、また情報というものですが、私たちは後発の優位性があります。

立ちおくれているところですけれども、この２Ｇの携帯は使ったことがないけれども、一気に３Ｇ、

４Ｇ、そして５Ｇと行ったわけですね。ですから、必ず低い段階からいかなければならないという

わけではないわけです。例えばクレジットカードの段階を飛び越えて一気にウィーチャットペイだ

とかにいくわけです。ですから中国では理念がやはりほかとは違うという部分があります。また、

スマートシティの建設、また管理のモデルも今までとは違います。今までは政府の管理ということ

を考えていました。主には供給サイドに立っているわけです。政府側があなたはこういうものが必

要でしょうということでいろいろなものをつくるわけです。例えば、税務のシステムや医療システ

ムをつくりました。しかし、今はこの新型のスマートシティでは今までの経験に頼ったり、主観的

な考えによるものではなく、本当にユーザーの市民のニーズに基づいて経済発展の実際のニーズに

基づいてどのようなシステムが必要かを考えるわけです。ですから、デジタル経済時代は、やはり

このデータに声を出させる、データにより管理をする、そしてデータによりイノベーションを行う

ということであります。今まではやはり経験主義の管理でした。定性的なものでした。しかしなが

ら、今は定量的なものです。よりピンポイントで科学的なものです。ですから、これは非常に大き

な転換なのです。管理とサービスのモデルの改編を行う。そして、新型のスマートシティですが、

それは非常に大きなシステムということになります。サイバーセキュリティの問題なども解決しな
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ければなりません。これはかつてのようなこのやり方ではだめです。コップはコップの問題、そし

て瓶は瓶の問題ということだったのですけれども、やはりこういった面が今までとは違うというこ

とです。 

 

（杉田）今非常にインプレッシブなお話がありましたが、やはり中国も地域住民の声を聞かなけれ

ばならなくなってきているようです。政府主導で上からトップダウンでなく、やはり地域住民の声

を聞いて、地域に根差したサービスをやらなければいけなくなってきているということですか。そ

れを新型スマートコミュニティで実践されているという理解で良いですか。プレゼンテーションで、

やはりそうかなという感じがしています。中国の政府もかなり変わってきたということでしょうか。 

 

（单）では、ちょっと補足させていただきます。 

 かつてですが、中国の都市の情報化を考えると、やはりこの専門の部門が行っていたわけです。

例えばある部門が、例えばこの税務局が税務の情報システム、そしてまた工商局はまた別のシステ

ム、そして公安局はまた別のシステムということで、業界ごとにそれぞれが変わっていた、部門ご

とに管理が行われていた。しかしながら、今のスマートシティの特徴としては、政府の改革を通し、

管理の面でも調整が入りました。例えばデータ管理局、スマート都市弁公室など、そういったもの

ができてきています。要するにデータを集中させて、まるでプラットフォームのように管理をする、

そういった機関ができたりしているのです。これは非常に大きな変化です。今までは、情報化とい

うのはプロジェクトや管理、人材というのはそれぞれの部門ごとにやっていたのです。それを各年

ごとにやっていたということで、ある市の市長さんがそういったことをやっていたわけです。そし

て、現在このスマートシティの構築ということで、このようなメカニズム自体も変わってきている

わけです。このデータというものはいろいろありますので、これを全部まとめるわけです。例えば

広東省では、テンセントやこの携帯の３つのキャリアがあります。そして、広東省のデータ会社を

つくりました。全ての広東省のいろいろなデータを集めて今後の価値に変えていくわけです。例え

ば、貴州というところでも同じような試みがなされています。例えば、この中国のアップルのユー

ザーのデータなどを一つのプラットフォームに集めています。遼寧省でも遼寧省の情報センターと

いうのがあります。例えば２年前ですと、やはり国の発展改革委員会のもとに各地方のそういった

データのセンターがあったのですけれども、今は全ての、例えばこの遼寧省のもの、例えば公安の

データ、税のデータ、司法のデータ、それから水道局のデータなどなど、そういったものが全部こ

のようなデータセンターに集まっているわけです。今の中国では、このスマートシティというとほ

かの国とは大きく違うところがあります。このように統一管理をするという部分で、管理の面で非

常に進めていく力が非常にパワフルであります。これは政府の部門の改革とも関係があります。こ

のいろいろなデータ部門を超えて融合させて、実際にこういった運用をするわけです。例えば５Ｇ、

それからＩｏＴ、それからセンサーなどを管理にも使うわけです。ですから、この面は中国でも非

常に大きな特色ということができます。日本の方ともぜひこういった面、交流したいと思います。 

 

（杉田）よくわかりました。 

 すみません、少し時間の管理が下手で、あとフロアのほうから１問か２問ぜひお受けしたいと思

いますので挙手いただけますでしょうか。ご所属と、それからお名前をいただいた上でご発言願え

ればと思います。ご質問あるいはご意見でも結構でございます。演説だけは、なるべくやめていた
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だきまして、ご質問がベースになったほうがいいかなと思います。いかがでございましょうか。ご

ざいませんか。せっかくでございますので。 

 私の最後に質問した点、日本企業は单様が言うように、本当にこの方面で、中国でビジネスがで

きますかね。いわゆるテンセントとアリババが仕切っている世界の中国型モデルですが、我々は本

当にビジネスができるのかなというところですが、どうでしょうか。 

 

（单）私が思いますに、やはりたくさんの協力の機会があるというふうに考えています。先ほどの

プレゼンテーションでも申し上げましたが、この６つの面がありました。技術、それから情報ネッ

トワークの建設、また都市の管理の科学化、またいろいろな設備のスマート化、また公共サービス

など、そういった近代化などもあります。ですから、これらの分野において多くの協力できる部分

があるというふうに思っています。そしてまた、日本の資料でいろいろ勉強させていただきました。

私自身もこの観察をしたのですが、やはりスマートシティでも日本に学ぶべきところがたくさんあ

ります。都市のこの設備の管理についてです。例えば雨水は全て備蓄したり、またごみの分類など、

分別ですね、上海でも今一生懸命やっています。ＩＣＴに直接関係ないとしても、やはりこれはス

マートシティの中での非常に重要な部分であります。人々の資質を高めるという部分でも非常に重

要です。ですから、日本でも排水の処理、また雨水の回収利用、またグリーンビルディングの管理、

地上と地下の施設の管理、また、それをうまく結びつけるという面で日本に学ぶべきところがたく

さんあります。また、デジタル経済の時代に入りまして、実際の設備の自動化以外にもどのように

してデータの役割を発揮させるかということで協力はできると思います。都市のいろいろなデータ

を効果的に使えるか、政府、また業界、ネット上の情報などをうまく結びつけて新たなサービスモ

デルをつくることができるかというところでいろいろな協力できる部分があると思います。 

 先ほどもお話しありましたが、ＡＩ、ＩｏＴなどなどでたくさんのアルゴリズムなども日本はお

持ちです。そして、いろいろなモデルやこのアルゴリズムなど、これがサービスなどを変えること

もできるというふうに思います。 

 アルゴリズムについてデータが果たす役割が大きいです。そのために日本企業はこういうアルゴ

リズムについて進んでいます。障壁もありません。この分野のデータは公表してはならないという

ことはありません。政府に向けて、住民に向けてのサービスはどの企業に対しても開かれています。

よい協力の可能性があります。そのためにスマートシティ運営業者という概念を打ち出しました。

中国と日本の専門家と手を携え、協力をし、本格的にスマートシティに合った、発展のモデルに合

ったこういうスマートシティ運営業者を形成していけばいいと思います。今、中国にはまだ理想的

な運営業者はありません。チャイナモバイルなどはしようと思っているのですけれども、なかなか

なれていません。しかし、本格的な意味でのそういうスマートシティの運営業者は出ていません。

我々は協力するクランセが大きいです。データというのはレベルごとに、カテゴリーごとに、また

応用ごとに管理することができます。民生向けの。また人々の生活、ガバナンス向けのものに関し

ては、障壁は全く存在していません。幅広い突っ込んだ協力をする可能性があります。今後の発展

する方向性については自信に満ちています。今、主な問題は、我々の交流はまだまだ足りません。

互いに理解する機会はまだ足りません。より理解を深めて多くの協力を行うことは可能です。我々

ももっと大きな役割を果たす必要があります。 

 

（杉田）本当にありがとうございました、单様。 
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 それから山村様、周様、本当にありがとうございました。少し時間の管理がうまくいかなかった

点もありますが、これでハイテク分野のセッションを終わらせていただきます。改めて、ご発言を

いただきました３名の方々に拍手をもって感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 それでは、小杉先生のほうにマイクをお渡しいたします。 

 

総 括 

小杉丈夫（松尾綜合法律事務所弁護士･当財団理事） 

 

皆様、長い間お疲れさまでございました。 

 本日は２つのセッションをずっと聞いていただいたわけですけれども、最後に私が総括をすると

いうことになっていますんで、簡単にまとめたいと思います。 

 最初の外商投資法については、孔先生から大変丁寧なご説明をいただいて、企業組織法と投資法

がここで分離されて、近代的な合理的な法体系へ移行をしようとしているということを認識させら

れるような発表をいただきました。この外商投資法というのが基本法として今後中国の中で大きな

役割を果たしていくだろうということを認識いたしました。この前の外資三法に比べますと、基本

的にフェアで公平で公正な体裁というものが取り入れられて、世界的な国際スタンダードへ向けて

の努力というのが中国でも随分されているということがわかりました。この法律は条文が少ない基

本法ということ、６章、４１条といったものですから、解釈や運用によってはぶれる余地というの

があるということで、その辺がコメンテーターの先生方からもいろいろ指摘があって、やはり下部

法令、それからガイドライン、マニュアルというようなもので間隙を埋めていくということが非常

に大事だという話がありました。実施条例も今制定をされる過程にあるということがわかりました。

日本側の関心としては、やはり内国民待遇とか不収用の原則とか、それから情報報告制度、あるい

は安全審査制度ということで乱用をされることはないだろうか、あるいは政府調達というようなと

ころで依然として差別をするところがないだろうかと、こういうような懸念というものも指摘があ

って、そういうことは中国側にも伝わったのではないか、今後もいろいろな形で中国側にこういう

懸念、声を伝えていくような形が望ましいなというふうに思いました。 

 来年の１月１日に施行になってから５年以内に会社法に合致する形で機関設計をしなければいけ

ないということが日本の企業にとっては大きな課題といいますか、これからどうしていくかという

ことになると思います。来年１月１日の施行を目の前にして大変有意義なセッションになったと思

います。 

 ２つ目の今終えたスマートシティのセッションについては、今まで私どもの国際民商事法センタ

ーの日中セミナーではＰＰＰとかＰＦＩのインフラの整備についての日中の協力のあり方だとか、

あるいは農村の都市化というようなことをテーマにしたことはありましたけれども、きょうのよう

なスマートシティという切り口で議論をしたのは初めてでありました。私自身も弁護士ですから、

今日の单先生の発表は本当に圧倒される思いで伺っておりました。壮大な実験といいますか、国家

発展改革委員会を中心とする中国の政府による周到な政策、立案と、また強力な実行の意思という

ことを感じました。单先生が統合とか方向転換とか、ワンストップとか、いろいろ言葉を使われて、

上手に中国の今の状況を発表されたというふうに思いました。伺っていながら、いや、これは日本

自身がどう変わるということになるのだろうか。あるいは、日本として中国にどういう形で協力を
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するのか。日中で協力して、第三国でどういうことができるのだろうかというようなことを考えな

がら伺いました。 

 その後で、山村さん、周さんのコメントの中で、協力すると言っても国際標準とか、そういうス

マートシティの定義自体もいまだ国ではっきり決まっていないのだというような話があって、そこ

から話が発展して、いや、中国のスマートシティというのもやっぱり中国の実情を反映したもので、

都市化が遅れているという現状を解釈するニーズとか、発展の理念とか、後発の優位性とか、いろ

いろな話が出ました。そういう今のスマートシティ構想の裏にあるものもやっぱり一緒に見ていく

ということが非常に大事なのだというふうに感じました。 

 これから先は、我々の国際民商事法センターこれからどうしていくかということにもつながる話

ですけれども、冒頭にお話ししたように、日中経済協会と共催をして、先端企業、先端産業という

ようなところをテーマの一つに入れてやるということでやりました。非常に有意義な議論ができた

と思います。これからどう発展させたら良いだろうかということを、今日ご出席をいただいた方の

ご意見なども伺いながら、さらに来年以降考えたいと思います。毎回、中国側と日本側で次のテー

マをどうするかということを議論して協議して決めています。日本でやるときはきょうのように中

国の方がメーンスピーカーで日本側がコメンテーターを出すと、こういう形でやっています。中国

でやるときは逆でありまして、日本側がスピーカーで、中国側がコメンテーターと、こういう形で

やっていて、それが本当に定着をして、いい形で議論ができているなというふうに思っていますけ

れども、さらにこれだけの内容のことを半日でやっているということで、これで良いのかねという

意見もあるかと思いますので、そういうことを考えながら、２３年の実績をさらに発展させるとい

うことを考えたいと思っています。これまでどおりでいきますと、来年の２５回は北京で行う。日

本では２０２１年ということになると思いますけれども、引き続き皆様のご支援をお願いしたいと

思います。 

 長くなりましたけれども、これをもちまして今回の２４回の日中民商事法セミナーの総括といた

したいと思います。皆様ご協力本当にありがとうございました。 
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